
規 則

�愛媛県規則第２７号
愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。
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愛媛県行政組織規則の一部を改正する規則

第１条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。

（局及び課）

第４条 次の表の左欄に掲げる部に、それぞれ当該中欄に掲げる局

及び当該右欄に掲げる課を置く。
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省略 省略

県民

環境

部

省略 県民

環境

部

省略

環境局 環境政策課、循環型社会推進課、自然保

護課

環境局 環境政策課、廃棄物対策課 、自然保

護課

保健

福祉

部

管理局 保健福祉課、医療対策課 保健

福祉

部

管理局 保健福祉課

省略 省略

経済

労働

部

省略 経済

労働

部

省略

観光国際局 観光物産課、国際交流課 観光国際局 観光交流課、国際交流課

農林

水産

部

管理局 農政課、農業経済課、ブランド戦略課 農林

水産

部

管理局 農政課、農業経済課

農業振興局 農地整備課 、農産園芸課、

畜産課

農業振興局 農地整備課、農業経営課、農産園芸課、

畜産課

省略 省略

省略 省略

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

（室）

第４条の２ 次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ当該右欄に掲げる

室を置く。

省略 省略

保健福祉課 医療対策室

省略 省略

農産園芸課 担い手対策推進室 農業経営課 担い手対策推進室

林業政策課 全国育樹祭室 林業政策課 全国育樹祭開催準備室

省略 省略

（出納局）

第４条の３ 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める

事務を処理させるため、出納局を置く。

２ 出納局に会計課及び審査課を置く。

（幹事課共通の所掌事務）

第６条 幹事課（総務管理課、企画調整課、県民生活課、保健福祉

課、産業政策課、農政課、土木管理課及び会計課をいう。以下同

じ。）は、次に掲げる事務を所掌する。

� 部内又は出納局内の職員の人事の内申等に関すること。

� 部内又は出納局内の予算及び支出負担行為その他経理に関す

ること（他の主管に属するものを除く。）。

� 部内又は出納局内の行政事務の総合企画、総合調整、連絡調

整及び情報等に関すること。

� 部内又は出納局内の特命事項の処理に関すること。

２ 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 総務管理課の所掌事務は、前条に規定するもののほか、次

のとおりとする。

�・� 省略

� 物品の 処分に関すること。

�～� 省略

２～４ 省略

５ 市町振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（幹事課共通の所掌事務）

第６条 幹事課（総務管理課、企画調整課、県民生活課、保健福祉

課、産業政策課、農政課及び土木管理課 をいう。以下同

じ。）は、次に掲げる事務を所掌する。

� 部内 の職員の人事の内申等に関すること。

� 部内 の予算及び支出負担行為その他経理に関す

ること（他の主管に属するものを除く。）。

� 部内 の行政事務の総合企画、総合調整、連絡調

整及び情報等に関すること。

� 部内 の特命事項の処理に関すること。

２ 省略

（総務部各課の所掌事務）

第７条 総務管理課の所掌事務は、前条に規定するもののほか、次

のとおりとする。

�・� 省略

� 物品の購入、修繕及び処分に関すること。

�～� 省略

２～４ 省略

５ 市町振興課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 地域環境の整備に関すること。
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

６ 省略

７ 行政システム改革課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

（企画情報部各課の所掌事務）

第８条 企画調整課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略

� 知的財産に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

� 省略

２～６ 省略

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 県民生活課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略

	 金融に係る消費者知識の普及に関すること。


・� 省略

２～６ 省略

７ 環境政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 土壌汚染対策に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

�～ 省略

８ 循環型社会推進課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 土砂等の埋立てに関すること。

９ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 保健福祉課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

６ 省略

７ 行政システム改革課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 旅費の支出の集中処理業務及び当該業務に係る支出負担行為

の確認に関すること。

（企画情報部各課の所掌事務）

第８条 企画調整課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

２～６ 省略

（県民環境部各課の所掌事務）

第９条 県民生活課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。

�～� 省略

	 省資源運動及び金融に係る消費者知識の普及に関すること。


・� 省略

２～６ 省略

７ 環境政策課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 土壌汚染対策に関すること

。

�～ 省略

８ 廃棄物対策課 の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

９ 省略

（保健福祉部各課の所掌事務）

第１０条 保健福祉課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第５号から第８号までの

事務は、医療対策室が所掌する。

� 省略

� 医療計画に関すること。

� 省略

� 省略

� 医師その他医療従事者に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

	 病院、診療所等医療施設及び医療法人に関すること。


 医師会、歯科医師会その他医療関係団体に関すること（他の

主管に属するものを除く。）。

� 保健師、助産師、看護師等養成所に関すること。

� 医学部に係る協力推進及び連絡調整に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略
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� 省略

� 省略

２ 医療対策課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 医療計画に関すること。

� 救急医療、へき地医療その他医療の確保に関すること（他の

主管に属するものを除く。）。

� 医師その他医療従事者に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 医学部に係る協力推進及び連絡調整に関すること。

� 病院、診療所等医療施設及び医療法人に関すること。

� 医師会、歯科医師会その他医療関係団体に関すること（他の

主管に属するものを除く。）。

	 保健師、助産師、看護師等養成所に関すること。

３ 健康増進課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第１１号から第１３号までの事務は、国民健康保険室が所掌す

る。

�・� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 後期高齢者の医療に関すること。

 医療費適正化計画に関すること。

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 産業政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第１４号から第１７号までの

事務は、企業立地推進室が所掌する。

�～� 省略

	 金融機関等との連携に関すること（他の主管に属するものを

除く。）。

� 省略

� 省略

２ 健康増進課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 老人保健に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 長寿介護課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第１２号及び第１３号 の事務は、国民健康保険室が所掌す

る。

�・� 省略

� 老人保健に関すること（指定訪問看護事業者に関することに

限る。）。

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

 老人保健に関すること（医療、特定療養費の支給及び老人訪

問看護療養費の支給に関することに限る。）。

（経済労働部各課の所掌事務）

第１２条 産業政策課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、

次のとおりとする。この場合において、第１２号から第１５号までの

事務は、企業立地推進室が所掌する。

�～� 省略
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� 企業間連携及び農商工連携の促進に関すること（他の主管に

属するものを除く。）。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

２～４ 省略

５ 観光物産課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

６ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 農政課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、次の

とおりとする。

�～� 省略

� 全国育樹祭の行啓に関すること。

� 省略

２ 省略

３ ブランド戦略課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 新しいえひめブランドの育成に関すること。

� 農林水産物の販路開拓及び流通促進に関すること。

 卸売市場に関すること（他の主管に属するものを除く。）。

� 地産地消の推進に関すること。

� 農林水産物の安全・安心対策に関すること。

４ 農地整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 土地改良区等に関すること。

～� 省略

� 農村環境保全向上対策に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 省略

５ 農産園芸課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第４号及び第１６号から第１９号までの事務は、担い手対策推進

室が所掌する。

�～� 省略

� 農用地の土壌改良 に関すること。

�・� 省略

� 農産物の生産振興に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 農産物の流通及び加工に関すること（他の主管に属するもの

を除く。）。

� 主要食糧の需給に関すること。

� 種苗の需給に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 農産物の価格安定に関すること。

� 農産物の生産流通に係る団体の指導育成に関すること。

	 省略


 農業機械の普及等に関すること。

� 農作物鳥獣害防止対策に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

２～４ 省略

５ 観光交流課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

６ 省略

（農林水産部各課の所掌事務）

第１３条 農政課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、次の

とおりとする。

�～� 省略

� 中山間地域等の直接支払に関すること。

� 省略

２ 省略

３ 農地整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 省略

� 土地改良区 に関すること。

～� 省略

� 省略

４ 農業経営課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第４号及び第１０号 の事務は、担い手対策推進

室が所掌する。

�～� 省略

� 耕土改良の指導奨励及び農林業機械の普及等に関すること。

�・� 省略

� 省略
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� 中山間地域等の直接支払に関すること。

６ 省略

７ 林業政策課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第１７号から第２１号までの事務は、全国育樹祭室 が所

掌する。

�～� 省略

� その他第３２回全国育樹祭の開催 に関すること（他の所管

に属するものを除く。）。

８ 森林整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 第３２回全国育樹祭の開催 に関すること。

�～� 省略

９～１１ 省略

（土木部各課の所掌事務）

第１４条 省略

２ 用地課の所掌事務は、次のとおりとする。

�・	 省略


 省略

３～５ 省略

６ 砂防課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～
 省略

� 土砂災害警戒区域等に関すること。

７・８ 省略

９ 都市計画課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

１０ 都市整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

�・	 省略


 街路事業に関すること（鉄道高架事業を含む。）。

�・ 省略

１１ 省略

（出納局各課の所掌事務）

第１５条 会計課の所掌事務は、第６条に規定するもののほか、次の

とおりとする。

５ 農産園芸課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 農産物（他の主管に属するものを除く。以下この項において同

じ。）の生産振興に関すること。

	 農産物の流通及び加工並びに卸売市場に関すること（他の主管に

属するものを除く。）。


 地産地消の推進に関すること。

� 主要食糧の需給に関すること。

 種苗の需給に関すること（他の主管に属するものを除

く。）。

� 農産物の価格安定に関すること。

� 農産物の生産流通に係る団体の指導育成に関すること。

� 新しいえひめブランドの育成に関すること。

� 農林水産物の販路開拓に関すること。

� 農林水産物の安全・安心対策に関すること。

６ 省略

７ 林業政策課の所掌事務は、次のとおりとする。この場合におい

て、第１７号から第２１号までの事務は、全国育樹祭開催準備室が所

掌する。

�～� 省略

� その他第３２回全国育樹祭の開催準備に関すること（他の所管

に属するものを除く。）。

８ 森林整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 第３２回全国育樹祭の開催準備に関すること。

�～� 省略

９～１１ 省略

（土木部各課の所掌事務）

第１４条 省略

２ 用地課の所掌事務は、次のとおりとする。

�・	 省略


 四国横断自動車道に係る用地に関すること。

� 省略

３～５ 省略

６ 砂防課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～
 省略

７・８ 省略

９ 都市計画課の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 鉄道高架事業に関すること。

� 省略

１０ 都市整備課の所掌事務は、次のとおりとする。

�・	 省略


 街路事業に関すること 。

�・ 省略

１１ 省略

（出納局 ）

第１５条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納局

を置く。

２ 出納局に会計課を置く。

３ 会計課の所掌事務は 、次の

とおりとする。
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�・� 省略

� 物品の購入、修繕、出納及び保管に関すること。

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 出納局内の職員の給与その他庶務に関すること。

２ 審査課の所掌事務は、次のとおりとする。

� 国費及び県費に属する支出負担行為の確認に関すること。

� 財務会計オンラインシステムの管理に関すること。

� 旅費の支出の集中処理業務及び当該業務に係る支出負担行為

の確認に関すること。

（部に置く職員）

第１６条 省略

２ 農林水産部にえひめブランド推進統括監

を置く。

３ 省略

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２ 環境局に環境技術専門監及び原子力安全対策推進監

を置く。

３・４ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 省略

３ 室に室長及び室長補佐（

農業経営課担い手対策推進室、土木

管理課技術企画室及び建築住宅課営繕室にあつては、技術室長補

佐とする。）を置く。

４ 省略

５ 幹事課（会計課を除く。）に構造改革班長を置く。

６ 省略

（部制）

第２２条 地方局に次の部を置く。

� 総務企画部

�～� 省略

（支局）

第２２条の２ 支局の位置及び所管区域は、別表第２の２のとおりと

する。

（地方局各部の所掌事務）

第２３条 総務企画部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～
 省略

�・� 省略

� 物品の 出納及び保管に関すること。

� 省略

� 国費及び県費に属する支出負担行為の確認に関すること（他

の主管に属するものを除く。）。

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略

� 財務会計オンラインシステムの管理に関すること。

４ 会計課に次の係を置く。

� 会計指導係

� 県費審査係

� 決算支払係

� 国費・資金管理係

� 給与係

� 財務オンライン係

（部に置く職員）

第１６条 省略

２ 農林水産部にえひめブランド推進統括監及びえひめブランド推

進監を置く。

３ 省略

（局に置く職員）

第１６条の２ 省略

２ 環境局に 原子力安全対策推進監及び循環型

社会推進監を置く。

３・４ 省略

（課及び室に置く職員）

第１７条 省略

２ 省略

３ 室に室長及び室長補佐（保健福祉課医療対策室にあつては室長

補佐及び技術室長補佐とし、農業経営課担い手対策推進室、土木

管理課技術企画室及び建築住宅課営繕室にあつては技術室長補佐

とする。）を置く。

４ 省略

５ 幹事課 に構造改革班長を置く。

６ 省略

（部制）

第２２条 地方局に次の部を置く。

� 総務県民部

�～� 省略

（地方局各部の所掌事務）

第２３条 総務県民部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～
 省略

� 地域環境整備計画及びその調整に関すること。
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� 省略

� 省略

� 省略

２ 省略

３ 産業経済部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 農村環境保全向上対策に関すること。

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 環境保全型農業の推進に関すること。

４ 建設部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

	 土地取引、都市計画及び宅地規制並びに屋外広告物に関する

こと。


・� 省略

（職員）

第２４条 地方局及びその出先機関に次の職員を置く。

� 省略

� 支局長

 省略

� 省略

� 建設技術監

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 地域政策班長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 用地補償審査専門員（愛媛県南予地方局

を除く。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 地方局再編に関すること。

� 省略

２ 省略

３ 産業経済部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

４ 建設部の所掌事務は、次のとおりとする。

�～� 省略

	 都市計画及び宅地規制並びに屋外広告物に関する

こと。


・� 省略

（職員）

第２４条 地方局及びその出先機関に次の職員を置く。

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 新まちづくり支援班長

� 地方局再編班長

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 用地補償審査専門員（愛媛県八幡浜地方局及び愛媛県宇和島

地方局を除く。）

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

愛 媛 県 報平成２０年３月３１日 第１９５０号外５

８



� 省略

� 省略

２ 省略

（児童相談所）

第２６条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる児童相談所に、それぞれ当該中欄に掲げ

る課及び当該右欄に掲げる係を置く。

� 省略

� 省略

２ 省略

（児童相談所）

第２６条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる児童相談所に、それぞれ当該中欄に掲げ

る課及び当該右欄に掲げる係を置く。

愛媛県中央児童相談

所

省略 愛媛県中央児童相談

所

省略

児童保護課 省略 保護課 省略

省略 省略

３・４ 省略

（保健所）

第２７条 保健所の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 伊方原子力発電所の安全監視に関すること（八幡浜保健所に

限る。）。

� 省略

２ 別表第７の左欄に掲げる保健所に、それぞれ当該中欄に掲げる

課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

３ 保健所に次の職員を置く。

�～� 省略

	 室長


 省略

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

４ 省略

（家畜保健衛生所）

第３０条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる家畜保健衛生所に、それぞれ当該中欄に

掲げる課及び当該右欄に掲げる係を置く。

３・４ 省略

（保健所）

第２７条 保健所の業務は、次のとおりとする。

�～� 省略

� 省略

２ 別表第７の左欄に掲げる保健所に、それぞれ当該中欄に掲げる

課及び 当該右欄に掲げる係を置く。

３ 保健所に次の職員を置く。

�～� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略

４ 省略

（家畜保健衛生所）

第３０条 省略

２ 次の表の左欄に掲げる家畜保健衛生所に、それぞれ当該中欄に

掲げる課及び当該右欄に掲げる係を置く。

愛媛県東予家畜保健衛生所 省略 愛媛県西条家畜保健衛生所 省略

愛媛県今治家畜保健衛生所 指導防疫係

愛媛県中予家畜保健衛生所 省略 愛媛県中央家畜保健衛生所 省略

愛媛県南予家畜保健衛生所 省略 愛媛県八幡浜家畜保健衛生所 省略

愛媛県宇和島家畜保健衛生所 指導課 指導係

防疫課 防疫係

３ 家畜保健衛生所に次の支所を置き、今治支所に指導防疫係を、

宇和島支所に指導係及び防疫係を置く。

３ 愛媛県中央家畜保健衛生所に愛媛県家畜病性鑑定室（以下「家

畜病性鑑定室」という。）を置き、家畜病性鑑定室に病性鑑定係

を置く。

名称 位置 担当区域

愛媛県東予家畜保健衛生所今

治支所

今治市 今治市及び越智郡

愛媛県南予家畜保健衛生所宇

和島支所

宇和島市 宇和島市、北宇和郡

及び南宇和郡

４ 家畜病性鑑定室は、県内の家畜に関する次の事務を行う。

� 家畜疾病の病理学的検査及び研究に関すること。

� 家畜の病理性細菌、病原性ウイルス及び原虫の検査及び研究

に関すること。
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４ 家畜保健衛生所に次の職員を置く。

� 省略

� 支所長

� 課長

� 省略

� 省略

� 省略

５ 家畜保健衛生所 に、必要に応じ次の職員を

置く。

� 副参事

� 省略

� 担当係長

� 省略

� 主事

（病害虫防除所）

第３１条 愛媛県病害虫防除所（以下「病害虫防除所」という。）の

業務は、次のとおりとする。

� 省略

� 省略

� 省略

� 家畜病性の生化学的検査及び研究に関すること。

� 家畜疾病の予防施策を行うために必要な試験調査及び家畜保

健衛生所の病性鑑定指導に関すること。

� 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

５ 家畜保健衛生所に次の職員を置く。

� 省略

� 課長（課を置く家畜保健衛生所に限る。）

� 省略

� 担当係長（愛媛県中央家畜保健衛生所に限る。）

� 主事

� 省略

� 省略

６ 家畜病性鑑定室に次の職員を置く。

� 室長

� 係長

� 技師

７ 家畜保健衛生所及び家畜病性鑑定室に、必要に応じ次の職員を

置く。

� 省略

� 省略

（病害虫防除所）

第３１条 愛媛県病害虫防除所（以下「病害虫防除所」という。）の

業務は、次のとおりとする。

� 省略

� 農薬使用に関する指導に関すること。

� 省略

� 省略

２ 病害虫防除所に防疫係を置く。

３ 病害虫防除所に次の支所を置き、支所に防疫係を置く。

名称 位置 担当区域

東予支所 西条市 今治市、新居浜市、西条市、四国中央

市、越智郡

南予支所 宇和島市 宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予

市、喜多郡、西宇和郡、北宇和郡、南

宇和郡

２ 病害虫防除所に次の職員を置く。

� 省略

� 担当係長

� 省略

� 省略

３ 病害虫防除所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 参事

�～� 省略

（婦人相談所）

第３８条 省略

２ 婦人相談所に女性支援係を置く。

４ 病害虫防除所に次の職員を置く。

� 省略

� 支所長

� 係長

� 省略

� 省略

５ 病害虫防除所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 副参事

�～� 省略

（婦人相談所）

第３８条 省略

２ 婦人相談所に次の係 を置く。

� 管理係
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３・４ 省略

（愛媛県立子ども療育センター）

第４４条 省略

２ 子ども療育センターに事務局を置き、事務局に次の係を置く。

� 庶務係

� 事業係

３・４ 省略

（医療技術大学）

第４９条 省略

２ 省略

３ 医療技術大学に次の職員を置く。

�～� 省略

� 助教

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

４ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課並びにそれぞれ当

該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科を置く。

� 指導係

３・４ 省略

（愛媛県立子ども療育センター）

第４４条 省略

２ 子ども療育センターに事務局を置き、事務局に庶務係を置く。

３・４ 省略

（保育専門学校）

第４９条 愛媛県立保育専門学校（以下「保育専門学校」という。）

の業務は、次のとおりとする。

� 保育に関する専門的知識及び技術の修得に必要な教育課程の

実施に関すること。

� 卒業者に対する卒業証明書等の交付に関すること。

２ 保育専門学校に次の職員を置く。

� 校長

� 教務主任

 主事

� その他の職員

３ 保育専門学校に、必要に応じ次の職員を置く。

� 参事

� 専門員

 主任

（医療技術大学）

第４９条の２ 省略

２ 省略

３ 医療技術大学に次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

４ 省略

（衛生環境研究所）

第５１条 省略

２ 衛生環境研究所に、次の表の左欄に掲げる課並びにそれぞれ当

該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係及び科を置く。

総務調

整課

管理係 総務課 庶務係

省略 省略

環境研究

課

省略 環境研究

課

省略

環境科学室 資源環境科 、生物環境科 環境科学室 資源環境科、環境化学科、生物環境科

環境調査

課

省略 環境調査

課

放射能研究

室

省略

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

�～ 省略

３ 衛生環境研究所に次の職員を置く。

�～ 省略
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� 課長補佐

� 省略

�～� 省略

４ 省略

（産業技術研究所）

第５６条 愛媛県産業技術研究所 （以下「産業技術研究所 」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 工業技術及び建設技術に係る試験研究の総合的な企画調整及

び情報の提供に関すること。

� 食品産業、繊維産業、紙産業、窯業その他のものづくりの基

盤となる技術及び建設技術に係る試験研究、助言等 及

び技術者の養成に関すること。

� 紙に関する展示及び研究開発又は研修に必要な施設の提供等

に関すること。

� 前３号に掲げるもののほか、工業技術及び建設技術に係る試

験研究及び調査に関すること。

２ 産業技術研究所に企画管理部、技術開発部及び食品産業技術セ

ンターを置き、次の表の左欄に掲げる部及びセンターに、それぞ

れ当該中欄に掲げる室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

� 省略

� 専門研究員

�～� 省略

４ 省略

（工業技術センター）

第５６条 愛媛県工業技術センター（以下「工業技術センター」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 工業技術 に係る試験研究の総合的な企画調整

に関すること。

� 工業技術に係る情報の提供に関すること。

� 機械金属、電子、化学工芸、食品加工等

に係る試験研究、技術に関する助言及

び技術者の養成に関すること。

２ 工業技術センターに

、次の表の左欄に掲げる課及び

室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

企画管理部 管理係、企画係 総務課 庶務係

技術開発部 企画調整室

食品産業技術センター 技術支援室 機械電子室

繊維産業技術センター 技術支援室 管理係 化学環境室

紙産業技術センター 技術支援室 管理係 食品加工室

窯業技術センター 技術支援室 管理係

建設技術センター

３ 産業技術研究所 に次の職員を置く。

� 省略

� 部長

� センター長

� 副部長

� 省略

� 特別研究員

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

４ 産業技術研究所 に、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

第５７条から第５９条まで 削除

３ 工業技術センターに次の職員を置く。

� 省略

� 次長

� 課長

� 省略

� 専門研究員

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

４ 工業技術センターに、必要に応じ次の職員を置く。

�～� 省略

（繊維産業試験場）

第５７条 愛媛県繊維産業試験場（以下「繊維産業試験場」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 染色、機織、意匠及び縫製の技術に関する試験研究及び助言

並びに技術者の養成に関すること。

� 繊維産業の生産合理化に関する研究及び助言に関すること。

２ 繊維産業試験場に総務課及び技術支援室を置く。

３ 繊維産業試験場に次の職員を置く。

� 場長
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� 課長

� 室長

� 専門研究員

� 主任研究員

� 担当係長

� 研究員

� 主事

� その他の職員

４ 繊維産業試験場に、必要に応じ次の職員を置く。

	 副参事

� 専門員

� 主任

（紙産業研究センター）

第５８条 愛媛県紙産業研究センター（以下「紙産業研究センター」

という。）の業務は、次のとおりとする。

	 紙産業に関する試験研究に関すること。

� 紙産業の技術に関する助言及び技術者の養成に関すること。

� 紙に関する展示及び紙産業に関する情報の提供に関するこ

と。

� 紙産業に関する研究開発又は研修に必要な施設等の提供に関

すること。

２ 紙産業研究センターに、次の表の左欄に掲げる課及び室並びに

当該右欄に掲げる係を置く。

総務課 庶務係

技術支援室

３ 紙産業研究センターに次の職員を置く。

	 所長

� 課長

� 室長

� 専門研究員

� 特別研究員

� 主任研究員

� 係長

� 研究員

� 主事


 その他の職員

４ 紙産業研究センターに、必要に応じ次の職員を置く。

	 専門員

� 主任

（窯業試験場）

第５９条 愛媛県窯業試験場（以下「窯業試験場」という。）の業務

は、次のとおりとする。

	 窯業に関する試験研究に関すること。

� 窯業の技術に関する助言及び技術者の養成に関すること。

２ 窯業試験場に技術支援室を置く。

３ 窯業試験場に次の職員を置く。

	 場長

� 室長

� 主任研究員

� 担当係長

� 研究員

� 主事
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（農林水産研究所）

第６４条 愛媛県農林水産研究所（以下「農林水産研究所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 花きとの触れ合いの場の提供に関すること。

� 農作業の省力化に関する試験研究及び調査に関すること。

� 各試験研究機関との共同研究及び農林水産研究所の

総合企画調整に関すること。

� 農林水産研究所 と地方局産業経済部産業振興課との調

整に関すること。

� 農林水産技術情報及び研究成果の実証展示に関すること。

�・	 省略


 果樹の品種改良、栽培改善、果実管理、土壌、肥料、病害虫

及び環境保全に関する試験研究及び調査に関すること。

� 前号に掲げるもののほか、果樹栽培の省力化に関する試験研

究及び調査に関すること。

� 家畜の育種、繁殖、飼養管理、防疫、衛生、治療及び環境保

全に関する試験研究及び調査に関すること。

 草地、飼料及び飼料作物の試験研究及び調査に関すること。

� 乳用牛、肉用牛及び豚の能力検定に関すること。

� 鶏の育種、繁殖、飼養管理、防疫、衛生、治療及び環境保全

に関する試験研究及び調査に関すること。

� 鶏の能力検定に関すること。

� 第１２号から前号までに掲げるもののほか、畜産経営の改善に

関する試験研究及び調査に関すること。

� 林業における育種、種苗、育林、土壌及び肥料、森林保護並

びに林業特産物に関する試験研究及び調査に関すること。

� 木材の加工利用に関する試験研究及び調査に関すること。

� 林業経営の改善及び林業の機械化に関する試験研究及び調査

に関すること。

� 優良種苗の育成及び配布に関すること。

� 森林の機能保全に関する試験研究及び調査に関すること。

� 林業、森林及び緑化に関する研修の実施に関すること。

� 林業、森林及び緑化に関する展示に関すること。

� 林業、森林及び緑化に関する研修施設の提供に関すること。

� 林業、森林及び緑化に関する知識の普及及び指導に関するこ

と。

� 林業、森林及び緑化に関する相談に関すること。

� 林業技術研究に関する情報の収集及び広報に関すること。

� 第１８号から前号までに掲げるもののほか、林業、森林及び緑

化に関する試験研究及び調査に関すること。

� 第３２回全国育樹祭の開催に関すること。

� 水産業に関する試験研究及び調査の総合的な企画調整に関す

ること。

 水産資源及び漁場環境の調査研究に関すること。

! 漁場の保全及び開発に関する調査研究に関すること。

" 水産動植物の利用加工に関する試験研究に関すること。

# 水産動植物の増殖及び養殖に関する試験研究及び調査に関す

ること。

� その他の職員

４ 窯業試験場に、必要に応じ次の職員を置く。

� 専門員

� 主任

（農業試験場）

第６４条 愛媛県農業試験場 （以下「農業試験場 」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 蚕優良品種の保存及び育成に関すること。

� 農作業の機械化に関する試験研究及び調査に関すること。

� 各試験研究機関との共同研究及び農業関係試験研究機関に係

る総合企画調整に関すること。

� 農業関係試験研究機関と地方局産業経済部農政普及課との調

整に関すること。

� 農業技術情報 及び研究成果の実証展示に関すること。

�・	 省略
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� 内水面漁業に関する試験研究及び調査に関すること（栽培資

源研究所に限る。）。

� 水産動植物の種苗の生産及び供給並びに水産増養殖の技術指

導に関すること。

� 養殖業に係る水産動物の疾病の予防、診断、治療等に関する

こと。

� 前号に規定する疾病の予防、診断、治療等に係る知識の普及

及び技術の指導に関すること。

� 第３１号から前号までに掲げるもののほか、水産振興に必要な

試験研究及び調査に関すること。

２ 農林水産研究所に総務課並びに企画環境部及び農業研究部を置

き、次の表の左欄に掲げる部、センター及び研究所に、それぞれ

当該中欄に掲げる課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

２ 農業試験場に

、次の表の左欄に掲げる

課及び室並びに当該右欄に掲げる係を置く。

総務課 総務課 庶務係

企画環境部 企画調整室 企画調整室

品質安全室 普及情報室

環境保全室 栽培開発室

農業研究部 普及情報室 中山間農業室

病理昆虫室 生産環境室

栽培開発室 経営流通室

作物育種室 作物育種室

花き研究指導室

果樹研究センター 総務室

栽培開発室

病理昆虫室

果樹研究センターみかん研究所 育種栽培室

畜産研究センター 総務室

経営室

飼養技術室

畜産研究センター養鶏研究所 家禽研究室

林業研究センター 総務室

研修課 研修係

研究指導室

普及情報室

水産研究センター 総務室

普及情報室

環境資源室

養殖推進室

魚類検査室

水産研究センター栽培資源研究 総務室

所 浅海調査室

増殖技術室

３ 農林水産研究所に次の職員を置く。

� 所長

� 省略

� 部長

	 センター長

３ 農業試験場 に次の職員を置く。

� 場長

� 省略
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� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 船長

� 機関長

� 省略

� 省略

	 技師


 省略

４ 農林水産研究所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 参事

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

第６５条から第７４条まで 削除

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

４ 農業試験場 に、必要に応じ次の職員を置く。

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

第６５条及び第６６条 削除

（果樹試験場）

第６７条 愛媛県立果樹試験場（以下「果樹試験場」という。）の業

務は、次のとおりとする。

� 果樹の品種改良、栽培改善、果実管理、土壌、肥料、病害虫

及び環境保全に関する試験研究及び調査に関すること。

� 各試験研究機関との共同研究に関すること。

 前２号に掲げるもののほか、果樹経営の改善及び果樹栽培の

省力化に関する試験研究及び調査に関すること。

２ 果樹試験場に、次の表の左欄に掲げる課及び室並びに当該右欄

に掲げる係を置く。

総務課 庶務係

栽培育種室

生産環境室

３ 果樹試験場に次の研究所及び分場を置く。

名称 位置

みかん研究所 宇和島市

鬼北分場 北宇和郡鬼北町

岩城分場 越智郡上島町

４ みかん研究所に育種栽培室を置く。

５ 果樹試験場に次の職員を置く。

� 場長

� 所長

 室長

� 分場長

� 課長

� 主任研究員

� 係長

� 研究員

� 主事

� その他の職員

６ 果樹試験場に、必要に応じ次の職員を置く。

� 副参事

� 専門員

 主任
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（花き総合指導センター）

第６７条の２ 愛媛県花き総合指導センター（以下「花き総合指導セ

ンター」という。）の業務は、次のとおりとする。

� 花きに関する総合的な指導に関すること。

� 花きの生産及び流通並びに花き農業の経営等に関する研修に

関すること。

� 花きに関する情報提供に関すること。

� 花きに関する栽培技術の実証的な試験研究及び展示に関する

こと。

� 花きとの触れ合いの場の提供に関すること。

� 前各号に掲げるもののほか、花きの生産振興に関すること。

２ 花き総合指導センターに総務課及び研究指導室を置く。

３ 花き総合指導センターに次の職員を置く。

� 所長

� 室長

� 課長

� 主任研究員

� 担当係長

� 研究員

� 主事

� その他の職員

４ 花き総合指導センターに、必要に応じ次の職員を置く。

� 副参事

� 専門員

� 主任

（畜産試験場）

第６８条 愛媛県畜産試験場（以下「畜産試験場」という。）の業務

は、次のとおりとする。

� 家畜の育種、繁殖、飼養管理、防疫、衛生、治療及び環境保

全に関する試験研究及び調査に関すること。

� 草地、飼料及び飼料作物の試験研究及び調査に関すること。

� 乳用牛、肉用牛及び豚の能力検定に関すること。

� 各試験研究機関との共同研究に関すること。

� 前各号に掲げるもののほか、畜産経営の改善に関する試験研

究及び調査に関すること。

２ 畜産試験場に、次の表の左欄に掲げる課及び室並びに当該右欄

に掲げる係を置く。

総務課 庶務係

経営室

飼養技術室

３ 畜産試験場に次の職員を置く。

� 場長

� 室長

� 課長

� 主任研究員

� 係長

� 研究員

� 主事

� その他の職員

４ 畜産試験場に、必要に応じ次の職員を置く。

� 副参事

� 専門員
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� 主任

（養鶏試験場）

第６９条 愛媛県養鶏試験場（以下「養鶏試験場」という。）の業務

は、次のとおりとする。

� 鶏の育種、飼養管理、防疫、衛生、治療及び環境保全に関す

る試験研究及び調査に関すること。

� 飼料及び飼料作物の試験研究及び調査に関すること。

� 鶏の能力検定に関すること。

� 各試験研究機関との共同研究に関すること。

� 前各号に掲げるもののほか、養鶏経営の改善に関する試験研

究及び調査に関すること。

２ 養鶏試験場に総務課及び研究指導室を置く。

３ 養鶏試験場に次の職員を置く。

� 場長

� 室長

� 課長

� 主任研究員

� 担当係長

� 研究員

� 主事

� その他の職員

４ 養鶏試験場に、必要に応じ次の職員を置く。

� 副参事

� 専門員

� 主任

（林業技術センター）

第７０条 愛媛県林業技術センター（以下「林業技術センター」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 林業における育種、種苗、育林、土壌及び肥料、森林保護並

びに林業特産物に関する試験研究及び調査に関すること。

� 木材の加工利用に関する試験研究及び調査に関すること。

� 林業経営の改善及び林業の機械化に関する試験研究及び調査

に関すること。

� 優良種苗の育成及び配布に関すること。

� 森林の機能保全に関する試験研究及び調査に関すること。

� 各試験研究機関との共同研究に関すること。

� 林業、森林及び緑化に関する研修の実施に関すること。

� 林業、森林及び緑化に関する展示に関すること。

	 林業、森林及び緑化に関する研修施設並びに緑化木展示流通

施設の提供に関すること。


 林業、森林及び緑化に関する知識の普及及び指導に関するこ

と。

� 林業、森林及び緑化に関する相談に関すること。

� 林業技術研究に関する情報の収集及び広報に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、林業、森林及び緑化に関する試

験研究及び調査に関すること。

� 第３２回全国育樹祭の開催準備に関すること。

２ 林業技術センターに、次の表の左欄に掲げる課及び室並びに当

該右欄に掲げる係を置く。

総務課

研修課 研修係

研究指導室
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普及情報室

３ 林業技術センターに次の職員を置く。

� 所長

� 室長

� 課長

� 主任研究員

� 係長

� 担当係長

� 研究員

� 主事

	 技師


 その他の職員

４ 林業技術センターに、必要に応じ次の職員を置く。

� 副参事

� 専門員

� 主任

第７１条 削除

（水産試験場）

第７２条 愛媛県水産試験場及び愛媛県中予水産試験場（以下「水産

試験場」という。）の業務は、次のとおりとする。

� 水産業に関する試験研究及び調査の総合的な企画調整に関す

ること（愛媛県中予水産試験場（以下「中予水産試験場」とい

う。）に限る。）。

� 水産資源及び漁場環境の調査研究に関すること。

� 漁場の保全及び開発に関する調査研究に関すること。

� 水産業に関する先端技術の研究開発に関すること（中予水産

試験場に限る。）。

� 水産動植物の利用加工に関する試験研究に関すること。

� 水産動植物の増殖及び養殖に関する試験研究及び調査に関す

ること。

� 内水面漁業に関する試験研究及び調査に関すること（中予水

産試験場に限る。）。

� 水産動植物の種苗の生産及び供給並びに水産増養殖の技術指

導に関すること。

	 前各号に掲げるもののほか、水産振興に必要な試験研究及び

調査に関すること。

２ 次の表の左欄に掲げる水産試験場に、それぞれ当該右欄に掲げ

る課及び室を置く。

愛媛県水産試験場 総務課、開発室、増殖室、栽培推進室

中予水産試験場 総務課、企画開発室、増殖室、栽培推進室

３ 中予水産試験場に次の分場を置く。

名称 位置

東予分場 西条市

４ 水産試験場に次の職員を置く。

� 場長

� 室長

� 分場長（中予水産試験場に限る。）

� 課長

� 主任研究員

� 担当係長

� 船長（愛媛県水産試験場に限る。）
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第８０条 省略

（家畜病性鑑定所）

第８１条 愛媛県家畜病性鑑定所（以下「家畜病性鑑定所」とい

う。）の業務は、次のとおりとする。

� 家畜の病理学的検査及び研究に関すること。

� 家畜の細菌、ウイルス及び原虫の検査及び研究に関するこ

と。

� 機関長（愛媛県水産試験場に限る。）

� 研究員

� 主事

� 技師

� その他の職員

５ 水産試験場に、必要に応じ次の職員を置く。

� 副参事

� 中予水産試験場付

� 専門員

	 主任

（魚病指導センター）

第７３条 愛媛県魚病指導センター（以下「魚病指導センター」とい

う。）は、愛媛県水産試験場に附置する。

２ 魚病指導センターの業務は、次のとおりとする。

� 養殖業に係る水産動物の疾病の予防、診断、治療等に関する

こと。

� 前号に規定する疾病の予防、診断、治療等に係る知識の普及

及び技術の指導に関すること。

３ 魚病指導センターに次の職員を置く。

� 所長

� 担当係長

� 主事

	 技師


 その他の職員

４ 魚病指導センターに、必要に応じ次の職員を置く。

� 専門員

� 主任

（建設研究所）

第７４条 愛媛県建設研究所（以下「建設研究所」という。）の業務

は、次のとおりとする。

� 建設資材の試験研究及び指導に関すること。

� 土木建築事業に必要な試験、調査、研究及び指導に関するこ

と。

２ 建設研究所に次の課及び科を置く。

� 総務課

� 研究科

３ 建設研究所に次の職員を置く。

� 所長

� 課長

� 科長

	 研究員


 主事

� その他の職員

４ 建設研究所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 副参事

� 主任研究員

第８０条 省略
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� 家畜の生化学的検査及び研究に関すること。

� 家畜疾病の予防施策を行うために必要な試験調査及び家畜保

健衛生所の病性鑑定指導に関すること。

� 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

２ 家畜病性鑑定所に病性鑑定係を置く。

３ 家畜病性鑑定所に次の職員を置く。

� 所長

� 係長

� 技師

� その他の職員

４ 家畜病性鑑定所に、必要に応じ次の職員を置く。

� 専門員

� 主任

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係）

課 係 課 係

総務管理課 調整管理係、政策・予算係、庁舎管理係、財産

係、財産処分係 、自動車係、守衛

係

総務管理課 調整管理係、政策・予算係、庁舎管理係、財産

係、財産処分係、用品調達係、自動車係、守衛

係

人事課 省略 人事課 省略

職員厚生室 福利健康係、共済・年金係 職員厚生室 福利健康係、年金係、共済係

省略 省略

市町振興課 行政係、選挙係、財政係、税政係、地域支援

係、合併支援係

市町振興課 行政係、選挙係、財政係、税政係、地域振興

係、合併支援係

省略 省略

行政システム

改革課

システム改革係、経営改革係、行政改革係、総

務事務改革係

行政システム

改革課

システム改革係、経営改革係、行政改革係、総

務事務センター管理係、総務事務センター審査

係

企画調整課 調整管理係、政策・予算係、企画係、広域政策

係、地域政策係、地域振興係

企画調整課 調整管理係、政策・予算係、企画係、広域政策

係、地域政策係

省略 省略

統計課 人口統計係 、統計分析係、経済統

計係、生活統計係、統計普及係

統計課 人口統計係、農林統計係、統計分析係、商工統

計係、消費統計係、統計資料係

省略 省略

環境政策課 環境計画係、大気・環境評価係、水道整備係、

温暖化対策係、水・土壌環境係 、原

子力安全係

環境政策課 環境計画係、環境審査係 、水道整備係、

地球環境係 、水環境係、土壌汚染対策係、原

子力安全係

循環型社会推

進課

計画推進係、環境産業振興係、一般廃棄物係、

産業廃棄物係

廃棄物対策課 計画推進係、環境産業振興係、一般廃棄物係、

産業廃棄物指導係、産業廃棄物審査係

省略 省略

保健福祉課 省略 保健福祉課 省略

医療対策室 医療機関係、医療安全係、地域看護係

医療対策課 医療政策係、医療機関係、医療安全係、地域看

護係

省略 省略

長寿介護課 長寿政策係、介護予防係、介護研修係、介護事

業者係 、援護恩給係

長寿介護課 長寿政策係、介護予防係、介護研修係、在宅介

護係、施設介護係、援護恩給係

省略 省略
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産業政策課 調整管理係、政策・予算係、経済計画係、連携

支援係、貿易海運係

産業政策課 調整管理係、政策・予算係、経済計画係、経済

調査係、通商・海運係、貿易振興係

省略 省略

省略 省略

経営支援課 金融係、地域産業係 、商工団体

係、商業振興係

経営支援課 金融係、地場産業係、経営革新係、商工団体

係、商業振興係

観光物産課 観光企画係、観光まちづくり係、記念事業推進

係、県産品振興係

観光交流課 観光企画係、観光まちづくり係

、県産品振興係

省略 省略

農政課 調整管理係、政策・予算係、企画係、農村振興

係 、農地調整係、国土調査

係

農政課 調整管理係、政策・予算係、企画係、農村振興

係、地域振興計画係、農地調整係、国土調査

係、直接支払係

農業経済課 省略 農業経済課 省略

ブランド戦略

課

企画調整係、えひめブランド係、流通戦略係、

農産物安全係

省略 省略

農産園芸課 管理係 、普及指導係、研究企画

係、果樹係、米麦係、野菜・花き係、環境農業

係

農業経営課 管理係、生産環境係、普及指導係、研究企画

係

担い手対策

推進室

農地活用係、担い手育成係、直接支払係 担い手対策

推進室

農地活用係、担い手育成係

農産園芸課 果樹生産係、農産対策係、野菜園芸係、花き特

作係、えひめブランド推進係、流通対策係、消

費安全係

畜産課 畜産係、経営指導係、酪農飼料係

、家畜衛生係

畜産課 畜産係、経営指導係、酪農振興係、飼料草地

係、家畜衛生係

林業政策課 省略 林業政策課 省略

全国育樹祭

室
省略

全国育樹祭

開催準備室
省略

省略 省略

漁政課 企画流通係、水産団体係 、検査係 漁政課 企画流通係、漁協係、金融係、検査係

水産課 振興開発係、資源管理係 、漁業調

整係、漁場管理係、漁業取締係

水産課 振興開発係、栽培漁業係、普及指導係、漁業調

整係、漁場管理係、漁業取締係

省略 省略

土木管理課 調整管理係、政策・予算係、契約係、建設業

係

土木管理課 調整管理係、政策・予算係、契約係、建設業

係、砂利採石係

技術企画室 企画調整係、技術管理係 、システ

ム管理係

技術企画室 企画調整係、技術管理係、技術情報係、システ

ム管理係

省略 省略

都市計画課 土地利用調整係、地価審査係、都市計画係、施

設計画係、まちづくり推進係 、宅

地開発審査係

都市計画課 土地利用調整係、地価審査係、都市計画係、施

設計画係、まちづくり推進係、鉄道高架係、宅

地開発審査係

省略 省略

建築住宅課 省略 建築住宅課 省略

営繕室 省略 営繕室 省略

会計課 会計指導係、出納決算係、給与係、用品調達係
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審査課 県費審査係、国費係、財務オンライン係、旅費

システム係、旅費審査係

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係）

幹事課 地方機関 幹事課 地方機関

省略 省略

保健福祉

課

医療技術大学、児童相談所、食肉衛生検査センタ

ー、動物愛護センター、衛生環境研究所、心と体の

健康センター、歯科技術専門学校、看護専門学校、

身体障害者更生相談所、婦人相談所、さつき寮、知

的障害者更生相談所、子ども療育センター、えひめ

学園

保健福祉

課

医療技術大学、児童相談所、食肉衛生検査センタ

ー、動物愛護センター、衛生環境研究所、心と体の

健康センター、歯科技術専門学校、看護専門学校、

身体障害者更生相談所、婦人相談所、さつき寮、知

的障害者更生相談所、子ども療育センター、えひめ

学園、保育専門学校

産業政策

課

計量検定所、産業技術研究所

、高等技術専門

校、中小企業労働相談所、大阪事務所

産業政策

課

計量検定所、工業技術センター、繊維産業試験場、

紙産業研究センター、窯業試験場、高等技術専門

校、中小企業労働相談所、大阪事務所

農政課 病害虫防除所、農業大学校、農林水産研究所、家畜

病性鑑定所

農政課 病害虫防除所、農業大学校、農業試験場、果樹試験

場、花き総合指導センター、畜産試験場、養鶏試験

場、林業技術センター、水産試験場、魚病指導セン

ター

土木管理

課

建設研究所

別表第２の２（第２２条の２関係）

名称 位置 所管区域

東予地方局今治支局 今治市 今治市及び越智郡

南予地方局八幡浜支

局

八幡浜市 八幡浜市、大洲市、西予

市、喜多郡及び西宇和郡

別表第３の２（第２３条の２関係） 別表第３の２（第２３条の２関係）

名称 位置 所管区域 名称 位置 所管区域

中予地方局産業経済部久

万高原森林林業課

省略 松山地方局産業経済部久

万高原森林林業課

省略

南予地方局産業経済部愛

南水産課

省略 宇和島地方局産業経済部

愛南水産課

省略

別表第４（第２３条の３関係） 別表第４（第２３条の３関係）

名称 位置 所管区域 所掌事務 名称 位置 所管区域 所掌事務

東予地方局

四国中央土

木事務所

省略 西条地方局

四国中央土

木事務所

省略

東予地方局

今治土木事

務所

今治市 今治市及び越智

郡

中予地方局

久万高原土

木事務所

省略 松山地方局

久万高原土

木事務所

省略

南予地方局

大洲土木事

務所

省略 八幡浜地方局

大洲土木事

務所

省略

南予地方局

八幡浜土木

事務所

八幡浜市 八幡浜市及び西

宇和郡
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南予地方局

西予土木事

務所

省略 八幡浜地方局

西予土木事

務所

省略

南予地方局

愛南土木事

務所

省略 宇和島地方局

愛南土木事

務所

省略

別表第５（第２３条の３関係） 別表第５（第２３条の３関係）

土木事務所 課 係 土木事務所 課 係

東予地方局四国

中央土木事務所

用地管理

課

管理係、契約・建設業係 西条地方局四国

中央土木事務所

用地管理

課

管理係、事業係

省略 省略

東予地方局今治

土木事務所

管理課 管理係、契約・建設業係、建築指

導係

用地課

建設企画

課

企画調査係

河川港湾

課

第一係、第二係

道路課 第一係、第二係、第三係、道路補

修係

上島架橋

建設課

上島架橋係

中予地方局久万

高原土木事務所

用地管理

課

管理係、契約・建設業係 松山地方局久万

高原土木事務所

用地管理

課

管理係、事業係

省略 省略

南予地方局大洲

土木事務所

事業管理

課

管理係、契約・建設業係 八幡浜地方局大

洲土木事務所

事業管理

課

管理係、事業係

省略 省略

南予地方局八幡

浜土木事務所

管理課 管理係、契約・建設業係、建築指

導係

用地課

建設企画

課

企画調査係

河川港湾

課

第一係、第二係

道路課 道路係、高規格道路係、道路補修

係

南予地方局西予

土木事務所

事業管理

課

管理係、契約・建設業係 八幡浜地方局西

予土木事務所

事業管理

課

管理係、事業係

省略 省略

河川砂防

課

河川砂防係 河川砂防

課

企画係、河川砂防係

省略 省略

南予地方局愛南

土木事務所

用地管理

課

管理係、契約・建設業係 宇和島地方局愛

南土木事務所

用地管理

課

管理係、事業係

省略 省略
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別表第６（第２３条の３関係） 別表第６（第２３条の３関係）

名称 位置 所掌事務 名称 位置 所掌事務

東予地方局鹿森ダム管理

事務所

省略 西条地方局鹿森ダム管理

事務所

省略

東予地方局黒瀬ダム管理

事務所

省略 西条地方局黒瀬ダム管理

事務所

省略

東予地方局玉川ダム管理

事務所

省略 今治地方局玉川ダム管理

事務所

省略

東予地方局台ダム管理事

務所

省略 今治地方局台ダム管理事

務所

省略

南予地方局須賀川ダム管

理事務所

省略 宇和島地方局須賀川ダム

管理事務所

省略

南予地方局山財ダム管理

事務所

省略 宇和島地方局山財ダム管

理事務所

省略

別表第７（第２７条関係） 別表第７（第２７条関係）

保健所 課 係 保健所 課 係

省略 省略

西条保健所 企画課 企画情報係、医療対策係 西条保健所 企画課 企画情報係、医療対策係

検査室 検査係

省略 省略

生活衛生

課

生活衛生係 生活衛生

課

生活衛生係、検査係

省略 省略

今治保健所 省略 今治保健所 省略

生活衛生

課

生活衛生係 生活衛生

課

生活衛生係、検査係

省略 省略

松山保健所 企画課 企画情報係、医療対策係、検査係 松山保健所 企画課 企画情報係、医療対策係

省略 省略

生活衛生

課

生活衛生係 生活衛生

課

生活衛生係、検査係

省略 省略

八幡浜保健

所

省略 八幡浜保健

所

省略

生活衛生

課

生活衛生係 生活衛生

課

生活衛生係、検査係

環境保全

課

環境保全係、廃棄物指導係 環境保全

課

環境保全係、廃棄物指導係、環境監視

係

原子力

安全室

原子力監視係

宇和島保健

所

企画課 企画情報係、医療対策係 宇和島保健

所

企画課 企画情報係、医療対策係

検査室 検査係

省略 省略

生活衛生

課

生活衛生係 生活衛生

課

生活衛生係、検査係

省略 省略
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第２条 愛媛県行政組織規則の一部を次のように改正する。

別表第３を次のように改める。

別表第３（第２３条の２関係）

地方局の部 課 係

東予地方局 総務企画部 総務県民課 総務係、県民生活係

消防防災安全室 交通保安係、消防防災係

地域政策課 企画調整係、地域振興係、市町支援係

税務管理課

納税室

課税課 事業税係、不動産取得税係、自動車税係、軽油引取税係

今治支局 総務県民室 地域政策係

税務室

健康福祉環境部 企画課 企画情報係、医療対策係

検査室 検査係

地域福祉課 福祉・保護係

健康増進課 健康づくり推進係、精神保健係、感染症対策係、難病・母子保健係

生活衛生課 生活衛生係

環境保全課 環境保全係、廃棄物指導係

今治支局 企画課 企画情報係、医療対策係

健康増進課 健康づくり推進係、精神保健係、感染症対策係、難病・母子保健係

生活衛生課 生活衛生係

環境保全課 環境保全係、廃棄物指導係

産業経済部 産業振興課 企画調整係、物産振興係、農産物安全係、農業振興係

商工観光室 商工観光係、労政雇用係

地域農業室 地域営農係、担い手支援係、新居地域担当係

産地育成室 果樹係、農産園芸係、畜産係

農村整備課 管理係、用地係、農地整備係、農村環境係、農地防災係

企画検査室 調査計画係、団体指導第一係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、治山林道係

水産課 水産係

今治支局 商工観光室 商工観光係

地域農業室 農業振興係、地域営農係、担い手支援係

産地育成室 果樹係、農畜産係

農村整備課 用地事業係、農地整備係、農村環境係、農地防災係

企画検査室分室 団体指導第二係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、治山林道係

水産課 水産係

建設部 管理課 第一係、第二係、契約・建設業係

用地課

建設企画課 企画係、調査係

河川港湾課 第一係、第二係

道路課 第一係、第二係、街路係、道路補修係

建築指導課 第一係、第二係

出納室 審査係、出納係
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中予地方局 総務企画部 総務県民課 総務係、県民生活係

消防防災安全室 交通保安係、消防防災係

地域政策課 企画調整係、地域振興係、市町支援係

税務管理課 総務係

納税室

課税課
個人事業税係、不動産取得税係、法人税係、自動車税係、自動車取得税

係、軽油引取税係

健康福祉環境部 企画課 企画情報係、医療対策係、検査係

地域福祉課 福祉推進係

健康増進課 健康づくり推進係、精神保健係、感染症対策係、難病・母子保健係

生活衛生課 生活衛生係

環境保全課 環境保全係、廃棄物指導係

産業経済部 産業振興課 企画調整係、物産振興係、農産物安全係、農業振興係

商工観光室 商工観光・労政係

地域農業室 地域営農係、担い手支援係

産地育成室 果樹係、農産園芸係、畜産係

農村整備第一課 管理係、用地係、農地整備係、農地防災第一係、農地防災第二係

企画検査室 調査計画係、団体指導係

農村整備第二課 総合整備係、農村環境係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、治山林道係

久万高原森林林業課 森づくり係、森林活用係、治山林道係

水産課 水産係

建設部 管理課 第一係、第二係、貿易港管理係、契約係、建設業係

用地課

建設企画課 企画係、調査係

河川砂防課 第一係、第二係、第三係、第四係

道路第一課 第一係、第二係、第三係、第四係

道路第二課 第一係、第二係、道路補修第一係、道路補修第二係

特定事業課 港湾海岸係、高規格道路係

鉄道高架課 鉄道高架係、車両基地係

建築指導課 第一係、第二係、県営住宅係

出納室 審査第一係、審査第二係、出納係

南予地方局 総務企画部 総務県民課 総務係、県民生活係

消防防災安全室 交通保安係、消防防災係

地域政策課 企画調整係、地域振興係、市町支援係

税務課 収納管理係、不動産取得税係、事業税・自動車税係、軽油引取税係

八幡浜支局 総務県民室 防災安全係、地域政策係

税務室

健康福祉環境部 企画課 企画情報係、医療対策係

検査室 検査係

地域福祉課 福祉推進係

健康増進課 健康づくり推進係、精神保健係、感染症対策係、難病・母子保健係

生活衛生課 生活衛生係

環境保全課 環境保全係、廃棄物指導係
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八幡浜支局 企画課 企画情報係、医療対策係

福祉室 福祉・保護係

健康増進課 健康づくり推進係、精神保健係、感染症対策係、難病・母子保健係

生活衛生課 生活衛生係

環境保全課 環境保全係、廃棄物指導係

原子力安全室 原子力監視係

産業経済部 産業振興課 企画調整係、物産振興係、農産物安全係、農業振興係

商工観光室 商工観光係、労政雇用係

地域農業室 地域営農係、担い手支援係

産地育成室 果樹係、農産園芸係、畜産係

農村整備課 管理係、用地係、農地整備係、農村環境係、農地防災係

企画検査室 調査計画係、団体指導第一係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、治山林道係、山のみち整備係

水産課 水産係、漁港係

愛南水産課

八幡浜支局 商工観光室 商工観光係

地域農業室 農業振興係、地域営農係、担い手支援係

産地育成室 果樹係、農産園芸係、畜産係

農村整備第一課 用地事業係、農地整備第一係、農地整備第二係、農地整備第三係、農地

防災係

企画検査室分室 団体指導第二係

農村整備第二課 総合整備第一係、総合整備第二係、総合整備第三係、総合整備第四係、

農村環境係

森林林業課 森づくり係、森林活用係、治山林道係

水産課 水産係、漁港係

建設部 管理課 管理係、契約・建設業係

用地課

建設企画課 企画係、調査係

河川港湾課 第一係、第二係

道路課 第一係、第二係、第三係、道路補修係

建築指導課 建築指導係

出納室 審査係、出納係

附 則（平成２０年３月３１日規則第２７号）

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課、センター、場、所若しくは局に勤務若しくは兼務を命ぜられて

いる者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課、所若しくは局に勤務を命ぜられたものと

する。

総務部新行政推進局市町振興課地域振興係担当係長 総務部新行政推進局市町振興課地域支援係担当係長

県民環境部環境局廃棄物対策課計画推進係長 県民環境部環境局循環型社会推進課計画推進係長

県民環境部環境局廃棄物対策課 県民環境部環境局循環型社会推進課

保健福祉部管理局保健福祉課医療対策室医療機関係長 保健福祉部管理局医療対策課医療機関係長

保健福祉部管理局保健福祉課医療対策室地域看護係長 保健福祉部管理局医療対策課地域看護係長
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中央児童相談所保護課児童指導係長 中央児童相談所児童保護課児童指導係長

衛生環境研究所環境調査課放射能研究室放射能調査科長 衛生環境研究所環境調査課放射能調査科長

経済労働部観光国際局観光交流課県産品振興係長 経済労働部観光国際局観光物産課県産品振興係長

経済労働部観光国際局観光交流課 経済労働部観光国際局観光物産課

工業技術センター総務課庶務係長 産業技術研究所企画管理部管理係長

繊維産業試験場総務課担当係長 産業技術研究所繊維産業技術センター技術支援室管理係長

紙産業研究センター総務課庶務係長 産業技術研究所紙産業技術センター技術支援室管理係長

窯業試験場担当係長 産業技術研究所窯業技術センター技術支援室管理係長

工業技術センター 産業技術研究所

繊維産業試験場 産業技術研究所

紙産業研究センター 産業技術研究所

窯業試験場 産業技術研究所

建設研究所 産業技術研究所

農林水産部農業振興局農業経営課管理係長 農林水産部農業振興局農産園芸課管理係長

農林水産部農業振興局農業経営課普及指導係長 農林水産部農業振興局農産園芸課普及指導係長

農林水産部農業振興局農業経営課普及指導係担当係長 農林水産部農業振興局農産園芸課普及指導係担当係長

農林水産部農業振興局農業経営課研究企画係長 農林水産部農業振興局農産園芸課研究企画係長

農林水産部農業振興局農産園芸課果樹生産係長 農林水産部農業振興局農産園芸課果樹係長

農林水産部農業振興局農産園芸課農産対策係長 農林水産部農業振興局農産園芸課米麦係長

農林水産部農業振興局農産園芸課野菜園芸係長 農林水産部農業振興局農産園芸課野菜・花き係長

農林水産部農業振興局農業経営課生産環境係長 農林水産部農業振興局農産園芸課環境農業係長

農林水産部農業振興局農業経営課担い手対策推進室農地活用係長 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手対策推進室農地活用係長

農林水産部農業振興局農業経営課担い手対策推進室担い手育成係長 農林水産部農業振興局農産園芸課担い手対策推進室担い手育成係長

農林水産部農業振興局農業経営課担い手対策推進室担い手育成係担当係
長

農林水産部農業振興局農産園芸課担い手対策推進室担い手育成係担当係
長

農林水産部森林局林業政策課全国育樹祭開催準備室総務渉外係長 農林水産部森林局林業政策課全国育樹祭室総務渉外係長

農林水産部森林局林業政策課全国育樹祭開催準備室総務渉外係担当係長 農林水産部森林局林業政策課全国育樹祭室総務渉外係担当係長

農林水産部森林局林業政策課全国育樹祭開催準備室総合企画係長 農林水産部森林局林業政策課全国育樹祭室総合企画係長

農林水産部森林局林業政策課全国育樹祭開催準備室事業推進係長 農林水産部森林局林業政策課全国育樹祭室事業推進係長

農業試験場総務課庶務係長 農林水産研究所総務課担当係長
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花き総合指導センター総務課担当係長 農林水産研究所総務課担当係長

農業試験場普及情報室担当係長 農林水産研究所農業研究部普及情報室担当係長

果樹試験場総務課庶務係長 農林水産研究所果樹研究センター総務室担当係長

畜産試験場総務課庶務係長 農林水産研究所畜産研究センター総務室担当係長

養鶏試験場総務課担当係長 農林水産研究所畜産研究センター総務室担当係長

林業技術センター総務課担当係長 農林水産研究所林業研究センター総務室担当係長

林業技術センター研修課研修係長 農林水産研究所林業研究センター研修課研修係長

林業技術センター普及情報室担当係長 農林水産研究所林業研究センター普及情報室担当係長

水産試験場開発室よしゅう船長 農林水産研究所水産研究センター環境資源室よしゅう船長

水産試験場開発室よしゅう機関長 農林水産研究所水産研究センター環境資源室よしゅう機関長

水産試験場栽培推進室担当係長 農林水産研究所水産研究センター養殖推進室栽培推進グループ担当係長

魚病指導センター担当係長 農林水産研究所水産研究センター魚類検査室担当係長

中予水産試験場総務課担当係長 農林水産研究所水産研究センター栽培資源研究所総務室担当係長

中予水産試験場栽培推進室担当係長
農林水産研究所水産研究センター栽培資源研究所増殖技術室栽培推進グ
ループ担当係長

農業試験場 農林水産研究所

果樹試験場 農林水産研究所

花き総合指導センター 農林水産研究所

畜産試験場 農林水産研究所

養鶏試験場 農林水産研究所

林業技術センター 農林水産研究所

水産試験場 農林水産研究所

中予水産試験場 農林水産研究所

出納局会計課県費審査係長 出納局審査課県費審査係長

出納局会計課県費審査係担当係長 出納局審査課県費審査係担当係長

出納局会計課財務オンライン係長 出納局審査課財務オンライン係長

西条地方局総務県民部総務調整課調整管理係長 東予地方局総務企画部総務県民課総務係長

西条地方局総務県民部税務課収納管理グループ担当係長 東予地方局総務企画部税務管理課収納管理グループ担当係長

西条地方局総務県民部税務課納税グループ担当係長 東予地方局総務企画部税務管理課納税室納税グループ担当係長

西条地方局総務県民部税務課不動産取得税係長 東予地方局総務企画部課税課不動産取得税係長
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西条地方局総務県民部税務課不動産取得税係担当係長 東予地方局総務企画部課税課不動産取得税係担当係長

西条地方局総務県民部税務課自動車税係長 東予地方局総務企画部課税課自動車税係長

西条地方局総務県民部税務課軽油引取税係担当係長 東予地方局総務企画部課税課軽油引取税係担当係長

西条地方局健康福祉環境部企画課担当係長 東予地方局健康福祉環境部企画課担当係長

西条地方局健康福祉環境部企画課企画情報係長 東予地方局健康福祉環境部企画課企画情報係長

西条地方局健康福祉環境部地域福祉課長 東予地方局健康福祉環境部地域福祉課長

西条地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉指導グループ担当係長 東予地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉指導グループ担当係長

西条地方局健康福祉環境部健康増進課技術課長補佐 東予地方局健康福祉環境部健康増進課技術課長補佐

西条地方局健康福祉環境部健康増進課健康づくり推進係長 東予地方局健康福祉環境部健康増進課健康づくり推進係長

西条地方局健康福祉環境部健康増進課感染症対策係長 東予地方局健康福祉環境部健康増進課感染症対策係長

西条地方局健康福祉環境部生活衛生課長 東予地方局健康福祉環境部生活衛生課長

西条地方局健康福祉環境部生活衛生課食品監視グループ担当係長 東予地方局健康福祉環境部生活衛生課食品監視グループ担当係長

西条地方局健康福祉環境部環境保全課廃棄物指導係長 東予地方局健康福祉環境部環境保全課廃棄物指導係長

西条地方局四国中央保健所長 東予地方局四国中央保健所長

西条地方局四国中央保健所企画課長 東予地方局四国中央保健所企画課長

西条地方局四国中央保健所企画課担当係長 東予地方局四国中央保健所企画課担当係長

西条地方局四国中央保健所企画課企画情報係長 東予地方局四国中央保健所企画課企画情報係長

西条地方局四国中央保健所企画課医療対策係担当係長 東予地方局四国中央保健所企画課医療対策係担当係長

西条地方局四国中央保健所保健課地域支援係担当係長 東予地方局四国中央保健所保健課地域支援係担当係長

西条地方局四国中央保健所保健課精神保健係長 東予地方局四国中央保健所保健課精神保健係長

西条地方局四国中央保健所保健課感染症対策係長 東予地方局四国中央保健所保健課感染症対策係長

西条地方局四国中央保健所衛生環境課長 東予地方局四国中央保健所衛生環境課長

西条地方局産業経済部農政普及課企画調整係担当係長 東予地方局産業経済部産業振興課企画調整係担当係長

西条地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域営農係長 東予地方局産業経済部産業振興課地域農業室地域営農係長

西条地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援係長 東予地方局産業経済部産業振興課地域農業室担い手支援係長

西条地方局産業経済部農政普及課地域農業室新居地域担当係長 東予地方局産業経済部産業振興課地域農業室新居地域担当係長

西条地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援グループ担当係
長

東予地方局産業経済部産業振興課地域農業室担い手支援グループ担当係
長

西条地方局産業経済部農政普及課産地育成室農産園芸係長 東予地方局産業経済部産業振興課産地育成室農産園芸係長

西条地方局産業経済部農政普及課産地育成室畜産係長 東予地方局産業経済部産業振興課産地育成室畜産係長
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西条地方局産業経済部農村整備課長 東予地方局産業経済部農村整備課長

西条地方局産業経済部農村整備課長補佐 東予地方局産業経済部農村整備課長補佐

西条地方局産業経済部農村整備課農地整備係長 東予地方局産業経済部農村整備課農地整備係長

西条地方局産業経済部農村整備課農地防災係長 東予地方局産業経済部農村整備課農地防災係長

西条地方局産業経済部農村整備課指導整備グループ担当係長 東予地方局産業経済部農村整備課指導整備グループ担当係長

西条地方局産業経済部農村整備課企画検査室長 東予地方局産業経済部農村整備課企画検査室長

西条地方局産業経済部農村整備課企画検査室企画工事検査専門員 東予地方局産業経済部農村整備課企画検査室企画工事検査専門員

西条地方局産業経済部農村整備課技術課長補佐 東予地方局産業経済部農村整備課技術課長補佐

西条地方局産業経済部森林林業課長 東予地方局産業経済部森林林業課長

西条地方局産業経済部森林林業課主席普及指導員 東予地方局産業経済部森林林業課主席普及指導員

西条地方局産業経済部森林林業課技術課長補佐 東予地方局産業経済部森林林業課技術課長補佐

西条地方局産業経済部森林林業課森づくり係長 東予地方局産業経済部森林林業課森づくり係長

西条地方局産業経済部森林林業課治山林道係長 東予地方局産業経済部森林林業課治山林道係長

西条地方局産業経済部森林林業課森づくりグループ担当係長 東予地方局産業経済部森林林業課森づくりグループ担当係長

西条地方局産業経済部森林林業課治山林道グループ担当係長 東予地方局産業経済部森林林業課治山林道グループ担当係長

西条地方局産業経済部水産課長 東予地方局産業経済部水産課長

西条地方局産業経済部水産課水産係長 東予地方局産業経済部水産課水産係長

西条地方局西条家畜保健衛生所長 東予地方局東予家畜保健衛生所長

西条地方局西条家畜保健衛生所防疫課長 東予地方局東予家畜保健衛生所防疫課長

西条地方局西条家畜保健衛生所防疫課防疫第一係長 東予地方局東予家畜保健衛生所防疫課防疫第一係長

西条地方局西条家畜保健衛生所防疫課防疫第二係長 東予地方局東予家畜保健衛生所防疫課防疫第二係長

西条地方局建設部管理課長 東予地方局建設部管理課長

西条地方局建設部管理課長補佐 東予地方局建設部管理課長補佐

西条地方局建設部管理課担当係長 東予地方局建設部管理課担当係長

西条地方局建設部管理課第一係長 東予地方局建設部管理課第一係長

西条地方局建設部管理課事業係担当係長 東予地方局建設部管理課契約・建設業係担当係長

西条地方局建設部用地課用地補償審査専門員 東予地方局建設部用地課用地補償審査専門員

西条地方局建設部用地課用地グループ担当係長 東予地方局建設部用地課用地グループ担当係長

西条地方局建設部建設企画課技術課長補佐 東予地方局建設部建設企画課技術課長補佐
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西条地方局建設部河川港湾課第一係長 東予地方局建設部河川港湾課第一係長

西条地方局建設部河川港湾課第二係長 東予地方局建設部河川港湾課第二係長

西条地方局建設部道路課長 東予地方局建設部道路課長

西条地方局建設部道路課第一係長 東予地方局建設部道路課第一係長

西条地方局建設部建築指導課第一係長 東予地方局建設部建築指導課第一係長

西条地方局四国中央土木事務所用地管理課長補佐 東予地方局四国中央土木事務所用地管理課長補佐

西条地方局四国中央土木事務所用地管理課担当係長 東予地方局四国中央土木事務所用地管理課担当係長

西条地方局四国中央土木事務所用地管理課管理係長 東予地方局四国中央土木事務所用地管理課管理係長

西条地方局四国中央土木事務所用地管理課事業係長 東予地方局四国中央土木事務所用地管理課契約・建設業係長

西条地方局四国中央土木事務所用地管理課用地グループ担当係長 東予地方局四国中央土木事務所用地管理課用地グループ担当係長

西条地方局四国中央土木事務所建設課長 東予地方局四国中央土木事務所建設課長

西条地方局四国中央土木事務所建設課河川港湾係長 東予地方局四国中央土木事務所建設課河川港湾係長

西条地方局四国中央土木事務所建設課道路係長 東予地方局四国中央土木事務所建設課道路係長

西条地方局四国中央土木事務所建設課道路補修係長 東予地方局四国中央土木事務所建設課道路補修係長

西条地方局鹿森ダム管理事務所管理課管理係長 東予地方局鹿森ダム管理事務所管理課管理係長

西条地方局出納室長 東予地方局出納室長

西条地方局出納室審査係担当係長 東予地方局出納室審査係担当係長

西条地方局 東予地方局

今治地方局総務県民部税務課収納管理係長 東予地方局総務企画部今治支局税務室収納管理グループ担当係長

今治地方局総務県民部税務課納税グループ担当係長 東予地方局総務企画部今治支局税務室納税グループ担当係長

今治地方局健康福祉環境部企画課長 東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課長

今治地方局健康福祉環境部企画課長補佐 東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課長補佐

今治地方局健康福祉環境部企画課担当係長 東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課担当係長

今治地方局健康福祉環境部企画課企画情報係長 東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課企画情報係長

今治地方局健康福祉環境部企画課企画情報係担当係長 東予地方局健康福祉環境部今治支局企画課企画情報係担当係長

今治地方局健康福祉環境部健康増進課長 東予地方局健康福祉環境部今治支局健康増進課長

今治地方局健康福祉環境部健康増進課技術課長補佐 東予地方局健康福祉環境部今治支局健康増進課技術課長補佐

今治地方局健康福祉環境部健康増進課精神保健係担当係長 東予地方局健康福祉環境部今治支局健康増進課精神保健係担当係長

今治地方局健康福祉環境部健康増進課感染症対策係長 東予地方局健康福祉環境部今治支局健康増進課感染症対策係長
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今治地方局健康福祉環境部生活衛生課食品監視グループ担当係長
東予地方局健康福祉環境部今治支局生活衛生課食品監視グループ担当係
長

今治地方局健康福祉環境部環境保全課廃棄物指導係長 東予地方局健康福祉環境部今治支局環境保全課廃棄物指導係長

今治地方局産業経済部農政普及課農業振興係長 東予地方局産業経済部今治支局地域農業室農業振興係長

今治地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域営農係長 東予地方局産業経済部今治支局地域農業室地域営農係長

今治地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援係長 東予地方局産業経済部今治支局地域農業室担い手支援係長

今治地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域担当グループ担当係長 東予地方局産業経済部今治支局地域農業室地域担当グループ担当係長

今治地方局産業経済部農政普及課産地育成室農畜産係担当係長 東予地方局産業経済部今治支局産地育成室農畜産係担当係長

今治地方局産業経済部農村整備課長 東予地方局産業経済部今治支局農村整備課長

今治地方局産業経済部農村整備課長補佐 東予地方局産業経済部今治支局農村整備課長補佐

今治地方局産業経済部農村整備課技術課長補佐 東予地方局産業経済部今治支局農村整備課技術課長補佐

今治地方局産業経済部農村整備課用地管理係担当係長 東予地方局産業経済部今治支局農村整備課用地事業係担当係長

今治地方局産業経済部農村整備課農村環境係長 東予地方局産業経済部今治支局農村整備課農村環境係長

今治地方局産業経済部森林林業課長 東予地方局産業経済部今治支局森林林業課長

今治地方局産業経済部森林林業課森づくり係長 東予地方局産業経済部今治支局森林林業課森づくり係長

今治地方局産業経済部森林林業課森林活用係長 東予地方局産業経済部今治支局森林林業課森林活用係長

今治地方局産業経済部森林林業課治山林道係長 東予地方局産業経済部今治支局森林林業課治山林道係長

今治地方局産業経済部水産課水産係長 東予地方局産業経済部今治支局水産課水産係長

今治地方局産業経済部水産課水産係担当係長 東予地方局産業経済部今治支局水産課水産係担当係長

今治地方局今治家畜保健衛生所指導防疫係長 東予地方局東予家畜保健衛生所今治支所指導防疫係長

今治地方局建設部管理課管理係長 東予地方局今治土木事務所管理課管理係長

今治地方局建設部管理課事業係担当係長 東予地方局今治土木事務所管理課契約・建設業係担当係長

今治地方局建設部用地課用地グループ担当係長 東予地方局今治土木事務所用地課用地グループ担当係長

今治地方局建設部建設企画課企画係長 東予地方局今治土木事務所建設企画課企画調査係長

今治地方局建設部河川港湾課第一係長 東予地方局今治土木事務所河川港湾課第一係長

今治地方局建設部道路課第一係長 東予地方局今治土木事務所道路課第一係長

今治地方局建設部道路課第二係長 東予地方局今治土木事務所道路課第二係長

今治地方局建設部道路課第三係長 東予地方局今治土木事務所道路課第三係長

今治地方局建設部道路課道路補修係長 東予地方局今治土木事務所道路課道路補修係長

今治地方局建設部上島架橋建設課上島架橋係長 東予地方局今治土木事務所上島架橋建設課上島架橋係長
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今治地方局玉川ダム管理事務所長 東予地方局玉川ダム管理事務所長

今治地方局玉川ダム管理事務所管理課長 東予地方局玉川ダム管理事務所管理課長

今治地方局台ダム管理事務所長 東予地方局台ダム管理事務所長

今治地方局台ダム管理事務所管理課管理係長 東予地方局建設部今治支局台ダム管理事務所管理課管理係長

今治地方局 東予地方局

松山地方局総務県民部総務調整課調整管理係長 中予地方局総務企画部総務県民課総務係長

松山地方局総務県民部総務調整課調整管理係担当係長 中予地方局総務企画部総務県民課総務係担当係長

松山地方局総務県民部税務管理課総務係長 中予地方局総務企画部税務管理課総務係長

松山地方局総務県民部税務管理課収納管理グループ担当係長 中予地方局総務企画部税務管理課収納管理グループ担当係長

松山地方局総務県民部税務管理課納税グループ担当係長 中予地方局総務企画部税務管理課納税室納税グループ担当係長

松山地方局総務県民部課税課個人事業税係長 中予地方局総務企画部課税課個人事業税係長

松山地方局総務県民部課税課不動産取得税係長 中予地方局総務企画部課税課不動産取得税係長

松山地方局総務県民部課税課不動産取得税係担当係長 中予地方局総務企画部課税課不動産取得税係担当係長

松山地方局総務県民部課税課法人税係長 中予地方局総務企画部課税課法人税係長

松山地方局総務県民部課税課自動車取得税係長 中予地方局総務企画部課税課自動車取得税係長

松山地方局総務県民部課税課軽油引取税係長 中予地方局総務企画部課税課軽油引取税係長

松山地方局総務県民部課税課軽油引取税係担当係長 中予地方局総務企画部課税課軽油引取税係担当係長

松山地方局健康福祉環境部企画課長 中予地方局健康福祉環境部企画課長

松山地方局健康福祉環境部企画課長補佐 中予地方局健康福祉環境部企画課長補佐

松山地方局健康福祉環境部企画課技術課長補佐 中予地方局健康福祉環境部企画課技術課長補佐

松山地方局健康福祉環境部企画課担当係長 中予地方局健康福祉環境部企画課担当係長

松山地方局健康福祉環境部企画課企画情報係長 中予地方局健康福祉環境部企画課企画情報係長

松山地方局健康福祉環境部企画課医療対策係長 中予地方局健康福祉環境部企画課医療対策係長

松山地方局健康福祉環境部地域福祉課長 中予地方局健康福祉環境部地域福祉課長

松山地方局健康福祉環境部地域福祉課長補佐 中予地方局健康福祉環境部地域福祉課長補佐

松山地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉推進係長 中予地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉推進係長

松山地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉指導グループ担当係長 中予地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉指導グループ担当係長

松山地方局健康福祉環境部地域福祉課生活保護グループ担当係長 中予地方局健康福祉環境部地域福祉課生活保護グループ担当係長

松山地方局健康福祉環境部健康増進課長補佐 中予地方局健康福祉環境部健康増進課長補佐
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松山地方局健康福祉環境部健康増進課精神保健係長 中予地方局健康福祉環境部健康増進課精神保健係長

松山地方局健康福祉環境部生活衛生課食品監視グループ担当係長 中予地方局健康福祉環境部生活衛生課食品監視グループ担当係長

松山地方局産業経済部農政普及課農産物安全係長 中予地方局産業経済部産業振興課農産物安全係長

松山地方局産業経済部商工労政課商工労政係長 中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室商工観光・労政係長

松山地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域営農係長 中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室地域営農係長

松山地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域営農係担当係長 中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室地域営農係担当係長

松山地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援係長 中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室担い手支援係長

松山地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援係担当係長 中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室担い手支援係担当係長

松山地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域営農グループ担当係長 中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室地域営農グループ担当係長

松山地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援グループ担当係
長

中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室担い手支援グループ担当係
長

松山地方局産業経済部農政普及課産地育成室果樹係長 中予地方局産業経済部産業振興課産地育成室果樹係長

松山地方局産業経済部農政普及課産地育成室農産園芸係長 中予地方局産業経済部産業振興課産地育成室農産園芸係長

松山地方局産業経済部農政普及課産地育成室畜産係長 中予地方局産業経済部産業振興課産地育成室畜産係長

松山地方局産業経済部農村整備第一課長 中予地方局産業経済部農村整備第一課長

松山地方局産業経済部農村整備第一課技術課長補佐 中予地方局産業経済部農村整備第一課技術課長補佐

松山地方局産業経済部農村整備第一課農地防災第一係長 中予地方局産業経済部農村整備第一課農地防災第一係長

松山地方局産業経済部農村整備第一課指導整備グループ担当係長 中予地方局産業経済部農村整備第一課指導整備グループ担当係長

松山地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室長 中予地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室長

松山地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室企画工事検査専門員 中予地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室企画工事検査専門員

松山地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室調査計画係長 中予地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室調査計画係長

松山地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室団体指導係長 中予地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室団体指導係長

松山地方局産業経済部農村整備第二課長 中予地方局産業経済部農村整備第二課長

松山地方局産業経済部農村整備第二課技術課長補佐 中予地方局産業経済部農村整備第二課技術課長補佐

松山地方局産業経済部森林林業課森づくり係長 中予地方局産業経済部森林林業課森づくり係長

松山地方局産業経済部森林林業課森林活用係長 中予地方局産業経済部森林林業課森林活用係長

松山地方局産業経済部久万高原森林林業課森づくり係長 中予地方局産業経済部久万高原森林林業課森づくり係長

松山地方局産業経済部久万高原森林林業課森林活用係長 中予地方局産業経済部久万高原森林林業課森林活用係長

松山地方局産業経済部久万高原森林林業課治山林道係担当係長 中予地方局産業経済部久万高原森林林業課治山林道係担当係長

松山地方局産業経済部水産課長 中予地方局産業経済部水産課長
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松山地方局産業経済部水産課水産係長 中予地方局産業経済部水産課水産係長

松山地方局産業経済部水産課水産係担当係長 中予地方局産業経済部水産課水産係担当係長

松山地方局中央家畜保健衛生所指導課長 中予地方局中予家畜保健衛生所指導課長

松山地方局建設部管理課長補佐 中予地方局建設部管理課長補佐

松山地方局建設部管理課担当係長 中予地方局建設部管理課担当係長

松山地方局建設部管理課第一係長 中予地方局建設部管理課第一係長

松山地方局建設部管理課第一係担当係長 中予地方局建設部管理課第一係担当係長

松山地方局建設部管理課第二係担当係長 中予地方局建設部管理課第二係担当係長

松山地方局建設部管理課貿易港管理係長 中予地方局建設部管理課貿易港管理係長

松山地方局建設部管理課契約係長 中予地方局建設部管理課契約係長

松山地方局建設部管理課建設業係長 中予地方局建設部管理課建設業係長

松山地方局建設部用地課用地補償審査専門員 中予地方局建設部用地課用地補償審査専門員

松山地方局建設部用地課用地グループ担当係長 中予地方局建設部用地課用地グループ担当係長

松山地方局建設部建設企画課技術課長補佐 中予地方局建設部建設企画課技術課長補佐

松山地方局建設部建設企画課工事検査専門員 中予地方局建設部建設企画課工事検査専門員

松山地方局建設部河川砂防課第一係長 中予地方局建設部河川砂防課第一係長

松山地方局建設部河川砂防課第二係長 中予地方局建設部河川砂防課第二係長

松山地方局建設部河川砂防課第三係長 中予地方局建設部河川砂防課第三係長

松山地方局建設部河川砂防課第四係長 中予地方局建設部河川砂防課第四係長

松山地方局建設部道路第一課第四係長 中予地方局建設部道路第一課第四係長

松山地方局建設部道路第二課長 中予地方局建設部道路第二課長

松山地方局建設部道路第二課道路補修第一係長 中予地方局建設部道路第二課道路補修第一係長

松山地方局建設部道路第二課道路補修第二係長 中予地方局建設部道路第二課道路補修第二係長

松山地方局建設部特定事業課港湾海岸係長 中予地方局建設部特定事業課港湾海岸係長

松山地方局建設部特定事業課高規格道路係長 中予地方局建設部特定事業課高規格道路係長

松山地方局建設部特定事業課鉄道高架係長 中予地方局建設部鉄道高架課鉄道高架係長

松山地方局建設部建築指導課長 中予地方局建設部建築指導課長

松山地方局建設部建築指導課第二係長 中予地方局建設部建築指導課第二係長

松山地方局建設部建築指導課県営住宅係長 中予地方局建設部建築指導課県営住宅係長
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松山地方局久万高原土木事務所企画工事検査専門員 中予地方局久万高原土木事務所企画工事検査専門員

松山地方局久万高原土木事務所用地管理課長 中予地方局久万高原土木事務所用地管理課長

松山地方局久万高原土木事務所用地管理課担当係長 中予地方局久万高原土木事務所用地管理課担当係長

松山地方局久万高原土木事務所用地管理課事業係長 中予地方局久万高原土木事務所用地管理課契約・建設業係長

松山地方局久万高原土木事務所用地管理課用地グループ担当係長 中予地方局久万高原土木事務所用地管理課用地グループ担当係長

松山地方局久万高原土木事務所河川砂防課長 中予地方局久万高原土木事務所河川砂防課長

松山地方局久万高原土木事務所河川砂防課企画係長 中予地方局久万高原土木事務所河川砂防課企画係長

松山地方局久万高原土木事務所河川砂防課河川砂防係長 中予地方局久万高原土木事務所河川砂防課河川砂防係長

松山地方局久万高原土木事務所道路課第二係長 中予地方局久万高原土木事務所道路課第二係長

松山地方局久万高原土木事務所道路課第三係長 中予地方局久万高原土木事務所道路課第三係長

松山地方局久万高原土木事務所道路課道路補修係長 中予地方局久万高原土木事務所道路課道路補修係長

松山地方局出納室長 中予地方局出納室長

松山地方局 中予地方局

八幡浜地方局総務県民部税務課収納管理係長 南予地方局総務企画部八幡浜支局税務室収納管理グループ担当係長

八幡浜地方局健康福祉環境部企画課長補佐 南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局企画課長補佐

八幡浜地方局健康福祉環境部企画課担当係長 南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局企画課担当係長

八幡浜地方局健康福祉環境部企画課企画情報係長 南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局企画課企画情報係長

八幡浜地方局健康福祉環境部企画課企画情報係担当係長 南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局企画課企画情報係担当係長

八幡浜地方局健康福祉環境部健康増進課技術課長補佐 南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局健康増進課技術課長補佐

八幡浜地方局健康福祉環境部生活衛生課長 南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局生活衛生課長

八幡浜地方局健康福祉環境部生活衛生課生活衛生係長 南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局生活衛生課生活衛生係長

八幡浜地方局健康福祉環境部生活衛生課食品監視グループ担当係長
南予地方局健康福祉環境部八幡浜支局生活衛生課食品監視グループ担当
係長

八幡浜地方局産業経済部農政普及課農業振興係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局地域農業室農業振興係長

八幡浜地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局地域農業室担い手支援係長

八幡浜地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域営農グループ担当係
長

南予地方局産業経済部八幡浜支局地域農業室地域営農グループ担当係長

八幡浜地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援グループ担当
係長

南予地方局産業経済部八幡浜支局地域農業室担い手支援グループ担当係
長

八幡浜地方局産業経済部農政普及課産地育成室果樹係担当係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局産地育成室果樹係担当係長

八幡浜地方局産業経済部農政普及課産地育成室農産園芸係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局産地育成室農産園芸係長

八幡浜地方局産業経済部農村整備第一課長 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課長
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八幡浜地方局産業経済部農村整備第一課長補佐 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課長補佐

八幡浜地方局産業経済部農村整備第一課技術課長補佐 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課技術課長補佐

八幡浜地方局産業経済部農村整備第一課農地防災係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課農地防災係長

八幡浜地方局産業経済部農村整備第一課企画検査室企画工事検査専門員
南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第一課企画検査室分室企画工
事検査専門員

八幡浜地方局産業経済部農村整備第二課長 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第二課長

八幡浜地方局産業経済部農村整備第二課技術課長補佐 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第二課技術課長補佐

八幡浜地方局産業経済部農村整備第二課総合整備第一係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第二課総合整備第一係長

八幡浜地方局産業経済部農村整備第二課総合整備第二係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第二課総合整備第二係長

八幡浜地方局産業経済部農村整備第二課総合整備第三係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第二課総合整備第三係長

八幡浜地方局産業経済部農村整備第二課総合整備第四係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第二課総合整備第四係長

八幡浜地方局産業経済部農村整備第二課農村環境係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局農村整備第二課農村環境係長

八幡浜地方局産業経済部森林林業課主席普及指導員 南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課主席普及指導員

八幡浜地方局産業経済部森林林業課森づくり係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課森づくり係長

八幡浜地方局産業経済部森林林業課森づくりグループ担当係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課森づくり係担当係長

八幡浜地方局産業経済部森林林業課森づくりグループ担当係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課森づくりグループ担当係長

八幡浜地方局産業経済部森林林業課治山林道グループ担当係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局森林林業課治山林道グループ担当係長

八幡浜地方局産業経済部水産課長 南予地方局産業経済部八幡浜支局水産課長

八幡浜地方局産業経済部水産課水産係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局水産課水産係長

八幡浜地方局産業経済部水産課漁港係長 南予地方局産業経済部八幡浜支局水産課漁港係長

八幡浜地方局八幡浜家畜保健衛生所長 南予地方局南予家畜保健衛生所長

八幡浜地方局八幡浜家畜保健衛生所指導課長 南予地方局南予家畜保健衛生所指導課長

八幡浜地方局八幡浜家畜保健衛生所指導課指導第二係長 南予地方局南予家畜保健衛生所指導課指導第二係長

八幡浜地方局八幡浜家畜保健衛生所防疫課防疫第一係長 南予地方局南予家畜保健衛生所防疫課防疫第一係長

八幡浜地方局建設部管理課担当係長 南予地方局八幡浜土木事務所管理課担当係長

八幡浜地方局建設部管理課管理係長 南予地方局八幡浜土木事務所管理課管理係長

八幡浜地方局建設部管理課事業係長 南予地方局八幡浜土木事務所管理課契約・建設業係長

八幡浜地方局建設部用地課用地グループ担当係長 南予地方局八幡浜土木事務所用地課用地グループ担当係長

八幡浜地方局建設部河川港湾課第一係長 南予地方局八幡浜土木事務所河川港湾課第一係長

八幡浜地方局建設部道路課高規格道路係長 南予地方局八幡浜土木事務所道路課高規格道路係長
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八幡浜地方局大洲土木事務所長 南予地方局大洲土木事務所長

八幡浜地方局大洲土木事務所企画工事検査専門員 南予地方局大洲土木事務所企画工事検査専門員

八幡浜地方局大洲土木事務所長事業管理課長 南予地方局大洲土木事務所事業管理課長

八幡浜地方局大洲土木事務所事業管理課担当係長 南予地方局大洲土木事務所事業管理課担当係長

八幡浜地方局大洲土木事務所事業管理課管理係長 南予地方局大洲土木事務所事業管理課管理係長

八幡浜地方局大洲土木事務所用地課用地グループ担当係長 南予地方局大洲土木事務所用地課用地グループ担当係長

八幡浜地方局大洲土木事務所河川港湾課企画係長 南予地方局大洲土木事務所河川港湾課企画係長

八幡浜地方局大洲土木事務所河川港湾課河川港湾係長 南予地方局大洲土木事務所河川港湾課河川港湾係長

八幡浜地方局大洲土木事務所河川港湾課砂防係長 南予地方局大洲土木事務所河川港湾課砂防係長

八幡浜地方局大洲土木事務所道路課第一係長 南予地方局大洲土木事務所道路課第一係長

八幡浜地方局大洲土木事務所道路課第一係担当係長 南予地方局大洲土木事務所道路課第一係担当係長

八幡浜地方局大洲土木事務所道路課第四係長 南予地方局大洲土木事務所道路課第四係長

八幡浜地方局大洲土木事務所道路課道路補修係長 南予地方局大洲土木事務所道路課道路補修係長

八幡浜地方局西予土木事務所長事業管理課長 南予地方局西予土木事務所事業管理課長

八幡浜地方局西予土木事務所事業管理課事業係長 南予地方局西予土木事務所事業管理課契約・建設業係長

八幡浜地方局西予土木事務所用地課用地グループ担当係長 南予地方局西予土木事務所用地課用地グループ担当係長

八幡浜地方局西予土木事務所河川砂防課長 南予地方局西予土木事務所河川砂防課長

八幡浜地方局西予土木事務所河川砂防課河川砂防係長 南予地方局西予土木事務所河川砂防課河川砂防係長

八幡浜地方局西予土木事務所道路課長 南予地方局西予土木事務所道路課長

八幡浜地方局西予土木事務所道路課第二係長 南予地方局西予土木事務所道路課第二係長

八幡浜地方局西予土木事務所道路課道路補修係長 南予地方局西予土木事務所道路課道路補修係長

八幡浜地方局 南予地方局

宇和島地方局総務県民部総務調整課調整管理係担当係長 南予地方局総務企画部総務県民課総務係担当係長

宇和島地方局総務県民部総務調整課市町振興係長 南予地方局総務企画部地域政策課市町支援係長

宇和島地方局総務県民部税務課収納管理係長 南予地方局総務企画部税務課収納管理係長

宇和島地方局総務県民部税務課不動産取得税係長 南予地方局総務企画部税務課不動産取得税係長

宇和島地方局総務県民部税務課事業税・自動車税係長 南予地方局総務企画部税務課事業税・自動車税係長

宇和島地方局総務県民部税務課軽油引取税係長 南予地方局総務企画部税務課軽油引取税係長

宇和島地方局総務県民部税務課納税グループ担当係長 南予地方局総務企画部税務課納税グループ担当係長
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宇和島地方局健康福祉環境部企画課担当係長 南予地方局健康福祉環境部企画課担当係長

宇和島地方局健康福祉環境部企画課医療対策係長 南予地方局健康福祉環境部企画課医療対策係長

宇和島地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉推進係身体障害者福祉司 南予地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉推進係身体障害者福祉司

宇和島地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉指導グループ担当係長 南予地方局健康福祉環境部地域福祉課福祉指導グループ担当係長

宇和島地方局健康福祉環境部健康増進課長補佐 南予地方局健康福祉環境部健康増進課長補佐

宇和島地方局健康福祉環境部健康増進課技術課長補佐 南予地方局健康福祉環境部健康増進課技術課長補佐

宇和島地方局健康福祉環境部健康増進課健康づくり推進係長 南予地方局健康福祉環境部健康増進課健康づくり推進係長

宇和島地方局健康福祉環境部健康増進課精神保健係長 南予地方局健康福祉環境部健康増進課精神保健係長

宇和島地方局健康福祉環境部健康増進課精神保健係担当係長 南予地方局健康福祉環境部健康増進課精神保健係担当係長

宇和島地方局健康福祉環境部健康増進課感染症対策係長 南予地方局健康福祉環境部健康増進課感染症対策係長

宇和島地方局健康福祉環境部健康増進課難病・母子保健係長 南予地方局健康福祉環境部健康増進課難病・母子保健係長

宇和島地方局健康福祉環境部生活衛生課技術課長補佐 南予地方局健康福祉環境部生活衛生課技術課長補佐

宇和島地方局健康福祉環境部生活衛生課生活衛生係長 南予地方局健康福祉環境部生活衛生課生活衛生係長

宇和島地方局健康福祉環境部生活衛生課食品監視グループ担当係長 南予地方局健康福祉環境部生活衛生課食品監視グループ担当係長

宇和島地方局産業経済部農政普及課企画調整係長 南予地方局産業経済部産業振興課企画調整係長

宇和島地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域営農係長 南予地方局産業経済部産業振興課地域農業室地域営農係長

宇和島地方局産業経済部農政普及課地域農業室担い手支援係長 南予地方局産業経済部産業振興課地域農業室担い手支援係長

宇和島地方局産業経済部農政普及課地域農業室地域担当グループ担当係
長

南予地方局産業経済部産業振興課地域農業室地域担当グループ担当係長

宇和島地方局産業経済部農政普及課産地育成室果樹係長 南予地方局産業経済部産業振興課産地育成室果樹係長

宇和島地方局産業経済部農政普及課産地育成室農産園芸係長 南予地方局産業経済部産業振興課産地育成室農産園芸係長

宇和島地方局産業経済部農政普及課産地育成室畜産係長 南予地方局産業経済部産業振興課産地育成室畜産係長

宇和島地方局産業経済部農村整備課長 南予地方局産業経済部農村整備課長

宇和島地方局産業経済部農村整備課技術課長補佐 南予地方局産業経済部農村整備課技術課長補佐

宇和島地方局産業経済部農村整備課農村環境係長 南予地方局産業経済部農村整備課農村環境係長

宇和島地方局産業経済部農村整備課農地防災係長 南予地方局産業経済部農村整備課農地防災係長

宇和島地方局産業経済部農村整備課企画検査室長 南予地方局産業経済部農村整備課企画検査室長

宇和島地方局産業経済部農村整備課企画検査室企画工事検査専門員 南予地方局産業経済部農村整備課企画検査室企画工事検査専門員

宇和島地方局産業経済部農村整備課企画検査室調査計画係長 南予地方局産業経済部農村整備課企画検査室調査計画係長

宇和島地方局産業経済部農村整備課企画検査室団体指導係長 南予地方局産業経済部農村整備課企画検査室団体指導第一係長
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宇和島地方局産業経済部森林林業課技術課長補佐 南予地方局産業経済部森林林業課技術課長補佐

宇和島地方局産業経済部森林林業課治山林道係長 南予地方局産業経済部森林林業課治山林道係長

宇和島地方局産業経済部森林林業課治山林道係担当係長 南予地方局産業経済部森林林業課治山林道係担当係長

宇和島地方局産業経済部森林林業課治山林道グループ担当係長 南予地方局産業経済部森林林業課治山林道グループ担当係長

宇和島地方局産業経済部水産課長 南予地方局産業経済部水産課長

宇和島地方局産業経済部水産課水産係長 南予地方局産業経済部水産課水産係長

宇和島地方局産業経済部水産課漁港係長 南予地方局産業経済部水産課漁港係長

宇和島地方局産業経済部愛南水産課長 南予地方局産業経済部愛南水産課長

宇和島地方局建設部管理課長 南予地方局建設部管理課長

宇和島地方局建設部管理課長補佐 南予地方局建設部管理課長補佐

宇和島地方局建設部管理課担当係長 南予地方局建設部管理課担当係長

宇和島地方局建設部管理課事業係長 南予地方局建設部管理課契約・建設業係長

宇和島地方局建設部用地課長 南予地方局建設部用地課長

宇和島地方局建設部用地課用地グループ担当係長 南予地方局建設部用地課用地グループ担当係長

宇和島地方局建設部建設企画課技術課長補佐 南予地方局建設部建設企画課技術課長補佐

宇和島地方局建設部建設企画課調査係長 南予地方局建設部建設企画課調査係長

宇和島地方局建設部河川港湾課第一係長 南予地方局建設部河川港湾課第一係長

宇和島地方局建設部河川港湾課第二係長 南予地方局建設部河川港湾課第二係長

宇和島地方局建設部道路課道路補修係長 南予地方局建設部道路課道路補修係長

宇和島地方局建設部建築指導課建築指導係長 南予地方局建設部建築指導課建築指導係長

宇和島地方局愛南土木事務所用地管理課長 南予地方局愛南土木事務所用地管理課長

宇和島地方局愛南土木事務所用地管理課長補佐 南予地方局愛南土木事務所用地管理課長補佐

宇和島地方局愛南土木事務所用地管理課管理係長 南予地方局愛南土木事務所用地管理課管理係長

宇和島地方局愛南土木事務所用地管理課用地グループ担当係長 南予地方局愛南土木事務所用地管理課用地グループ担当係長

宇和島地方局愛南土木事務所建設課長 南予地方局愛南土木事務所建設課長

宇和島地方局愛南土木事務所建設課担当係長 南予地方局愛南土木事務所建設課担当係長

宇和島地方局愛南土木事務所建設課河川港湾係長 南予地方局愛南土木事務所建設課河川港湾係長

宇和島地方局愛南土木事務所建設課公園・道路補修係長 南予地方局愛南土木事務所建設課公園・道路補修係長

宇和島地方局須賀川ダム管理事務所長 南予地方局須賀川ダム管理事務所長
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宇和島地方局山財ダム管理事務所長 南予地方局山財ダム管理事務所長

宇和島地方局山財ダム管理事務所管理課管理係長 南予地方局山財ダム管理事務所管理課管理係長

宇和島地方局 南予地方局

�愛媛県規則第２８号
愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員の職の設置規則の一部を改正する規則

愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

（職の設置）

第２条 知事の事務部局及び労働委員会事務局に置く職員の職は、

次の表のとおりとする。

区分 職 区分 職

知事の事務

部局

本庁 部長、局長、えひめブランド推進

統括監、部付、技術監、参事、課

長、室長、副参事、技幹、医監、

危機管理監、環境技術専門監、原

子力安全対策推進監

、

高速道路推進監、主席工事検査専

門員、課長補佐、室長補佐、技術

課長補佐、技術室長補佐、所長、

秘書、医幹、構造改革班長、育樹

祭調整班長、検査班長、工事検査

専門員、換地指導専門員、用地補

償審査専門員、課付、専門員、隊

長、船長、機関長、係長、担当係

長、副隊長、隊員、主任、主事、

技師、技術主任、技能主任、主任

守衛、主任業務員、主任技術員、

主任技能員、技術員、技能員、守

衛、業務員

知事の事務

部局

本庁 部長、局長、えひめブランド推進

統括監、部付、技術監、参事、課

長、室長、副参事、技幹、医監、

危機管理監 、原

子力安全対策推進監、循環型社会

推進監、えひめブランド推進監、

高速道路推進監、主席工事検査専

門員、課長補佐、室長補佐、技術

課長補佐、技術室長補佐、所長、

秘書、医幹、構造改革班長

、検査班長、工事検査

専門員、換地指導専門員、用地補

償審査専門員、課付、専門員、隊

長、船長、機関長、係長、担当係

長、副隊長、隊員、主任、主事、

技師、技術主任、技能主任、主任

守衛、主任業務員、主任技術員、

主任技能員、技術員、技能員、守

衛、業務員

地方機関 局長、支局長、所長、部長、セン

ター長、次長、保健統括監、建設

技術監、事務局長、副所長、医

監、参事、課長、室長、校長、教

頭、園長、副園長、副校長、副参

事、技幹 、課長補佐、室長

補佐、業務課長、技術課長補佐、

技術室長補佐、支所長、寮長、地

域政策班長

、納税班長、滞納処分専門

員、児童指導専門員

、工事検査専門員、主席普及指

導員、研究員、課付、医幹、事務

局次長、教授 、企画工事

地方機関 局長 、所長、部長

、次長、保健統括監

、事務局長、副所長、医

監、参事、課長、室長、校長、教

頭、園長、副園長、副校長、副参

事、技幹、場長、課長補佐、室長

補佐、業務課長、技術課長補佐、

技術室長補佐、支所長、寮長、新

まちづくり支援班長、地方局再編

班長、納税班長、滞納処分専門

員、児童指導専門員、専門研究

員、工事検査専門員、主席普及指

導員、研究員、課付、医幹、事務

局次長、教授、分場長、企画工事

愛 媛 県 報平成２０年３月３１日 第１９５０号外５

４３



��������������

検査専門員、専門員、児童福祉

司、身体障害者福祉司、知的障害

者福祉司、用地補償審査専門員、

主任教官、船長、機関長、分校

長、主任研究員、看護部長、係

長、科長、准教授、助教授、担当

係長、主任、主任判定員、特別研

究員、教務主任、医長、副医長、

看護長、教官、主任主事、主任技

師、主事、技師、技術主任、技能

主任、主任守衛、主任業務員、主

任技術員、主任技能員、技術員、

技能員、守衛、業務員

検査専門員、専門員、児童福祉

司、身体障害者福祉司、知的障害

者福祉司、用地補償審査専門員、

主任教官、船長、機関長、分校

長、主任研究員、看護部長、係

長、科長、准教授、助教授、担当

係長、主任、主任判定員、特別研

究員、教務主任、医長、副医長、

看護長、教官、主任主事、主任技

師、主事、技師、技術主任、技能

主任、主任守衛、主任業務員、主

任技術員、主任技能員、技術員、

技能員、守衛、業務員

省略 省略

第３条 知事の事務部局において公立学校学長、公立学校学部長、

公立学校教員又は公立学校助手（以下「教員等」という。）をも

つて充てる職は、次の表のとおりとする。

第３条 知事の事務部局において公立学校学長、公立学校学部長、

公立学校教員又は公立学校助手（以下「教員等」という。）をも

つて充てる職は、次の表のとおりとする。

区分 職 区分 職

知事の事務

部局

医療技術

大学

学長、学部長、学科長、地域交流

センター長、図書館長、学生部

長、教授、准教授、講師、助教、

助手、センター員

知事の事務

部局

医療技術

大学

学長、学部長、学科長、地域交流

センター長、図書館長、学生部

長、教授、准教授、講師 、

助手、センター員

附 則

この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第２９号
組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則を次のように定める。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

組織改正に伴う関係規則の整理に関する規則

（火薬類取締法施行細則の一部改正）

第１条 火薬類取締法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第１条関係）

次の表の左欄に掲げる書類は、それぞれ当該右欄の地を管轄す

る地方局長を経由すること。

別表（第１条関係）

次の表の左欄に掲げる書類は、それぞれ当該右欄の地を管轄す

る地方局長を経由すること。

法第１６条第１項の営業廃止届

法第１６条第２項の火薬庫の用途廃止届

法第２８条第１項の危害予防規程

法第３０条第３項の保安責任者又は副保安責

任者の選任又は解任届（法第３０条第２項の

消費者に係るものを除く。）

法第３３条第２項の保安責任者の代理者の選

任又は解任届

（同）

法第３６条第１項の安定度試験の結果報告

製造所又は販売

所の所在地

火薬庫の所在地

製造所の所在地

製造所又は火薬

庫の所在地

同

報告者の住所
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省略

省令第２条第１項の火薬類製造営業許可申

請書

省令第７条の火薬類製造施設等変更許可申

請書

省令第１０条第１項の火薬類販売営業許可申

請書

省令第１３条第１項の火薬庫設置等許可申請

書

省令第４１条第１項の完成検査申請書

省令第４４条の２第３項の保安検査申請書

省令第４６条の火薬類輸入許可申請書

省令第４７条の火薬類輸入届

省令第６５条の火薬類廃棄許可申請書

省略

省令第８１条の１４の表第１項及び第２項の報

告書

省令第８１条の１４の表第４項及び第５項の報

告書

省令第８１条の１４の表第７項の届出書

省令第８１条の１４の表第８項及び第９項の報

告書

省令第８１条の１４の表第１０項の届出書

省令第８１条の１４の表第１４項の届出書

省令第８１条の１４の表第１５項の届出書

製造所の所在地

同

販売所の所在地

火薬庫の所在地

製造所又は火薬

庫の所在地

同

火薬類の陸揚地

同

火薬類の廃棄地

製造所の所在地

販売所の所在地

火薬庫の所在地

同

火薬類の陸揚地

火薬類の廃棄地

届出人の住所

（火薬類取締法施行規則第１５条の規定に基き、知事が指示する安全な場所の基準等に関する規則の一部改正）

第２条 火薬類取締法施行規則第１５条の規定に基き、知事が指示する安全な場所の基準等に関する規則（昭和２８年愛媛県規則第１２号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（指示の申請）

第３条 火薬類取締法施行規則第１５条の安全な場所の指示を受けよ

うとする者は、別記様式の申請書に貯蔵所設計明細書を添付し

て、 知事に提出し

なければならない。

（指示の申請）

第３条 火薬類取締法施行規則第１５条の安全な場所の指示を受けよ

うとする者は、別記様式の申請書に貯蔵所設計明細書を添付し

て、貯蔵所の所在地を管轄する地方局長を経由して知事に提出し

なければならない。

（愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１７号様式（第２条関係）

（納税済印）

省略

注

１ 省略

２ 記号は次のとおりとする。

東予地方局 東 予

中予地方局 中 予

南予地方局 南 予

第１７号様式（第２条関係）

（納税済印）

省略

注

１ 省略

２ 記号は次のとおりとする。

西条地方局 西 条

今治地方局 今 治

松山地方局 松 山
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第１８号様式（第２条関係）

（県税証紙の消印）

省略

注

１ 省略

２ 記号は次のとおりとする。

東予地方局 東 予

中予地方局 中 予

南予地方局 南 予

第２３号様式（第５条関係）

（県税証紙・始動票札売却代金払込書）

八幡浜地方局 八幡浜

宇和島地方局 宇和島

第１８号様式（第２条関係）

（県税証紙の消印）

省略

注

１ 省略

２ 記号は次のとおりとする。

西条地方局 西 条

今治地方局 今 治

松山地方局 松 山

八幡浜地方局 八幡浜

宇和島地方局 宇和島

第２３号様式（第５条関係）

（県税証紙・始動票札売却代金払込書）

省略 省略 省略

中予地方局長様

省略 省略 省略

松山地方局長様

（波止浜水門管理規則の一部改正）

第４条 波止浜水門管理規則（昭和３５年愛媛県規則第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（管理責任者）

第３条 水門の管理責任者は、東予地方局長とする。

２ 省略

（水門操作の通信連絡及び警報）

第７条 管理責任者は、防潮のため水門の操作をしようとするとき

は、操作時刻より２０分以上前に今治市 へ通報し、かつ

水門の操作開始前１０分間ブザーの継続吹鳴を行つて一般に警報し

なければならない。

（管理責任者）

第３条 水門の管理責任者は、今治地方局長とする。

２ 省略

（水門操作の通信連絡及び警報）

第７条 管理責任者は、防潮のため水門の操作をしようとするとき

は、操作時刻より２０分以上前に今治市波止浜支所へ通報し、かつ

水門の操作開始前１０分間ブザーの継続吹鳴を行つて一般に警報し

なければならない。

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第５条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委任）

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５３条第２項の規定により、次に掲げる知事の権限は、児童相談

所長に委任する。

�～� 省略

� 法第２８条第１項、第２項及び第４項から第６項までの規定に

よる措置に関すること。

� 省略

�の２ 法第３０条第１項及び第２項の規定による児童の同居に係

る届出の受理に関すること。

�の３ 法第３０条の２の規定による児童の保護に係る指示又は報

告の徴収に関すること（助産施設、母子生活支援施設、保育所

及び児童厚生施設の長に対するものを除く。）。

（委任）

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第３２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５３条第２項の規定により、次に掲げる知事の権限は、児童相談

所長に委任する。

�～� 省略

� 法第２８条第１項 の規定に

よる措置に関すること。

� 省略
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�～� 省略

� 法第５６条第２項の規定による徴収に関すること（第４号から

第７号まで、第１３号及び第１４号に掲げる権限に係るものに限

る。）。

�の２ 法第５６条第８項の規定による閲覧又は資料提供の要求に

関すること。

�～� 省略

�の２ 施行規則第２６条の規定による書類の送付に関すること。

�の３ 施行規則第２７条の規定による入所又は入院した児童等に

係る届出の受理に関すること。

�～� 省略

２・３ 省略

（指定知的障害児施設等の指定の辞退の申出）

第１３条 法第２４条の１４の規定による指定の辞退は、指定知的障害児

施設等指定辞退申出書（様式第１７号）を地方局長に提出して申し

出なければならない。

様式第１５号（第１１条関係） 指定知的障害児施設等指定（更新）申

請書

�～� 省略

� 法第５６条第２項の規定による徴収に関すること（第１号から

第４号まで、次号 及び第１１号に掲げる権限に係るものに限

る。）。

�～� 省略

�～� 省略

２・３ 省略

（指定知的障害児施設等の指定の辞退の申出）

第１３条 法第２４条の１４の規定による指定の辞退は、指定知的障害児

施設等指定辞退申出書（様式第１７号）を知事 に提出して申し

出なければならない。

様式第１５号（第１１条関係） 指定知的障害児施設等指定（更新）申

請書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

別紙１～５ 省略

様式第１６号（第１２条関係） 指定知的障害児施設等変更届出書

注 省略

別紙１～５ 省略

様式第１６号（第１２条関係） 指定知的障害児施設等変更届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第１７号（第１３条関係） 指定知的障害児施設等指定辞退申出書

注 省略

様式第１７号（第１３条関係） 指定知的障害児施設等指定辞退申出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第３０号の３（第３０条関係） 児童を同居させた旨の届出書

注 省略

様式第３０号の３（第３０条関係） 児童を同居させた旨の届出書

省略

愛媛県 児童相談所長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第３０号の４（第３１条関係） 児童と同居をやめた旨の届出書

注 省略

様式第３０号の４（第３１条関係） 児童と同居をやめた旨の届出書

省略

愛媛県 児童相談所長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略 注 省略

（愛媛県老人福祉法施行細則の一部改正）

第６条 愛媛県老人福祉法施行細則（昭和３８年愛媛県規則第７１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（老人ホーム事業開始届出書）

第１５条 法第１５条第３項の規定による届出に係る施設及び同条第４

（老人ホーム事業開始届出書）

第１５条 法第１５条第３項の規定による届出に係る施設及び同条第４
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項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したと

きは、老人ホーム事業開始届出書（様式第２５号）により、その旨

を速やかに地方局長に届け出なければならない。

（改善命令による措置結果報告書）

第１８条 市町、社会福祉法人その他の者 は、法第１９

条第１項の規定により、施設の設備又は運営の改善を命ぜられた

ときは、これに基づいてとつた措置について、措置結果報告書

（様式第２９号）を、その処分を受けた日から３０日以内に知事（特

別養護老人ホーム（２以上の社会福祉施設を設置する者（市町を

除く。）を設置する者にあつては、地方局長）に報告しなければ

ならない。

（準用）

第２４条 第１８条の規定は、市町 、社会福祉法人その他の者が、社

会福祉法第７１条の規定によつて必要な措置をとるべき旨を命ぜら

れた場合に準用する。

様式第２３号（第１３条関係） 老人居宅生活支援事業開始届出書

項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したと

きは、老人ホーム事業開始届出書（様式第２５号）により、その旨

を速やかに知事 に届け出なければならない。

（改善命令による措置結果報告書）

第１８条 市町村又は社会福祉法人若しくは日本赤十字社は、法第１９

条第１項の規定により、施設の設備又は運営の改善を命ぜられた

ときは、これに基づいてとつた措置について、措置結果報告書

（様式第２９号）を、その処分を受けた日から３０日以内に知事

に報告しなければ

ならない。

（準用）

第２４条 第１８条の規定は、市町村、社会福祉法人その他の者が、社

会福祉法第７１条の規定によつて必要な措置をとるべき旨を命ぜら

れた場合に準用する。

様式第２３号（第１３条関係） 老人居宅生活支援事業開始届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第２３号の２（第１３条の２関係） 老人居宅生活支援事業変更届

出書

注 省略

様式第２３号の２（第１３条の２関係） 老人居宅生活支援事業変更届

出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第２３号の３（第１３条の３関係） 老人居宅生活支援事業廃止

（休止）届出書

様式第２３号の３（第１３条の３関係） 老人居宅生活支援事業廃止

（休止）届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第２３号の４（第１３条の４関係） 老人デイサービスセンター等

変更届出書

注 省略

様式第２３号の４（第１３条の４関係） 老人デイサービスセンター等

変更届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第２３号の５（第１３条の５関係） 老人デイサービスセンター等

変更届出書

注 省略

様式第２３号の５（第１３条の５関係） 老人デイサービスセンター等

変更届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第２３号の６（第１３条の６関係） 老人デイサービスセンター等

廃止（休止）届出書

様式第２３号の６（第１３条の６関係） 老人デイサービスセンター等

廃止（休止）届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第２３号の７（第１３条の７関係） 老人ホーム設置届出書

注 省略

様式第２３号の７（第１３条の７関係） 老人ホーム設置届出書
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省略

地方局長 様

住 所

届出者 名称及びその

代表者の氏名

省略

省略

愛媛県知事 様

市町村長 �

省略

注 添付書類

� 老人福祉法施行規則（昭和３８年厚生省令第２８号）第２条第

２項各号又は同条第３項各号に掲げる書類

� 省略

様式第２４号（第１４条関係） 老人ホーム設置認可申請書

注 添付書類

� 老人福祉法施行規則（昭和３８年厚生省令第２８号）第２条第

２項各号 に掲げる書類

� 省略

様式第２４号（第１４条関係） 老人ホーム設置認可申請書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第２５号（第１５条関係） 老人ホーム事業開始届出書

注 省略

様式第２５号（第１５条関係） 老人ホーム事業開始届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略

様式第２６号（第１６条関係） 老人ホーム変更届出書

注 省略

様式第２６号（第１６条関係） 老人ホーム変更届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第２７号（第１６条の２関係） 老人ホーム廃止等届出書 様式第２７号（第１６条の２関係） 老人ホーム廃止等届出書

省略

地方局長 様

住 所

設置者 名称及びその

代表者の氏名

省略

省略

愛媛県知事 様

市町村長 �

省略

様式第２８号（第１７条関係） 老人ホーム廃止等認可申請書 様式第２８号（第１７条関係） 老人ホーム廃止等認可申請書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第２９号（第１８条関係） 措置結果報告書 様式第２９号

省略

愛媛県知事 様

（地方局長）

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第３１号（第２０条関係） 軽費老人ホーム設置届出書 様式第３１号（第２０条関係） 軽費老人ホーム設置届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

注 省略 注 省略

様式第３２号（第２０条関係） 軽費老人ホーム設置許可申請書 様式第３２号（第２０条関係） 軽費老人ホーム設置許可申請書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略
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注 省略

様式第３３号（第２１条関係） 軽費老人ホーム事業変更届出書

注 省略

様式第３３号（第２１条関係） 軽費老人ホーム事業変更届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第３４号（第２１条関係） 軽費老人ホーム事業変更許可申請書 様式第３４号（第２１条関係） 軽費老人ホーム事業変更許可申請書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第３５号（第２２条関係） 軽費老人ホーム廃止届出書 様式第３５号（第２２条関係） 軽費老人ホーム廃止届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第３６号（第２３条関係） 老人福祉センター事業開始届書 様式第３６号（第２３条関係） 老人福祉センター事業開始届書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第３７号（第２３条関係） 老人福祉センター事業変更届書 様式第３７号（第２３条関係） 老人福祉センター事業変更届書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第３８号（第２３条関係） 老人福祉センター廃止届書 様式第３８号（第２３条関係） 老人福祉センター廃止届書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

様式第４３号（第２９条関係） 有料老人ホーム設置届書

省略

地方局長 様

省略

このことについて、次のとおり設置する ので老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第１項の規定により届け出ます

。

１ 施設の名称及び 所在地

２ 設置者の氏名及び住所又は名称及び 所在地

３ 条例、定款その他 の基本約款

４ 省略

５ 施設の管理者の氏名及び 住所

様式第４４号（第２９条関係） 有料老人ホーム事業変更届書

省略

地方局長 様

省略

このことについて、次のとおり変更することになつたので、老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２９条第２項の規定により、

あらかじめ届け出ます 。

１ 施設の名称及び 所在地

省略

２ 設置者の氏名及び住所又は名称及び 所在地

省略

３ 条例、定款その他 の基本約款

省略

様式第４３号

省略

愛媛県知事様

省略

このことについて、次のとおり設置いたしたいので老人福祉法

第２９条第１項の規定によりお届けしま

す。

１ 施設の名称および所在地

２ 設置者の氏名および住所または名称および所在地

３ 条例、定款、その他の基本約款

４ 省略

５ 施設の管理者の氏名および住所

様式第４４号

省略

愛媛県知事様

省略

このことについて、次のとおり変更することになつたので、老

人福祉法 第２９条第２項の規定により、

あらかじめお届けします。

１ 施設の名称および所在地

省略

２ 設置者の氏名および住所または名称および所在地

省略

３ 条例、定款、その他の基本約款

省略
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４ 事業を開始した年月日

省略

５ 施設の管理者の氏名及び 住所

省略

様式第４５号（第２９条関係） 有料老人ホーム廃止届出書

４ 事業を開始した年月日

省略

５ 施設の管理者の氏名および住所

省略

様式第４５号（第２９条関係） 有料老人ホーム廃止届出書

省略

地方局長 様

省略

省略

愛媛県知事 様

省略

（愛媛県予算の編成及び執行に関する規則の一部改正）

第７条 愛媛県予算の編成及び執行に関する規則（昭和３９年愛媛県規則第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

３ 当分の間、愛媛県行政組織条例に定める各部及び出納局の長の

予算の編成及び執行に係る事務は、別に定めるところにより、当

該各部及び出納局の幹事課（愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛

県規則第１５号）第６条第１項に規定する幹事課をいう。）と各課

が分担して処理する。

附 則

３ 当分の間、愛媛県行政組織条例に定める各部 の長の

予算の編成及び執行に係る事務は、別に定めるところにより、当

該各部 の幹事課（愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛

県規則第１５号）第６条第１項に規定する幹事課をいう。）と各課

が分担して処理する。

（愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則の一部改正）

第８条 愛媛県公有財産及び債権に関する事務取扱規則（昭和３９年愛媛県規則第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規則において、「部局の長」とは、愛媛県行政組織条

例（平成７年愛媛県条例第１７号）に定める部の長、会計管理者、

議会事務局長、副教育長、警察本部長、選挙管理委員会書記長、

監査事務局長、人事委員会事務局長及び労働委員会事務局長をい

う。

（定義）

第２条 この規則において、「部局の長」とは、愛媛県行政組織条

例（平成７年愛媛県条例第１７号）に定める部の長、会計管理者、

議会事務局長、教育長 、警察本部長、選挙管理委員会書記長、

監査事務局長、人事委員会事務局長及び労働委員会事務局長をい

う。

（愛媛県屋外広告物条例施行規則の一部改正）

第９条 愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（屋外広告業者登録簿の閲覧）

第１９条 条例第３５条の規定により屋外広告業者登録簿（以下「登録

簿」という。）を閲覧に供するため、別表第３に掲げる場所

に屋外広告業者登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）を

置く。

２ 土木部道路都市局都市計画課内に置く閲覧所にあつては登録簿

の正本を、地方局建設部及び土木事務所に置く閲覧所にあつては

登録簿の副本を備えるものとする。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

（屋外広告業者登録簿の閲覧）

第１９条 条例第３５条の規定により屋外広告業者登録簿（以下「登録

簿」という。）を閲覧に供するため、土木部道路都市局都市計画

課内に屋外広告業者登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）を

置く。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略
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８ 省略

（屋外広告業者監督処分簿）

第２８条 省略

２ 省略

３ 条例第４４条第２項の規定により屋外広告業者監督処分簿を閲覧

に供するため、別表第３に掲げる場所 に屋外広告業者監

督処分簿閲覧所を置く。

４ 第１９条第２項から第８項までの規定は、屋外広告業者監督処分

簿の閲覧について準用する。

別表第３（第１９条、第２８条関係）

７ 省略

（屋外広告業者監督処分簿）

第２８条 省略

２ 省略

３ 条例第４４条第２項の規定により屋外広告業者監督処分簿を閲覧

に供するため、土木部道路都市局都市計画課内に屋外広告業者監

督処分簿閲覧所を置く。

４ 第１９条第２項から第７項までの規定は、屋外広告業者監督処分

簿の閲覧について準用する。

１ 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課内

２ 四国中央市三島宮川四丁目６番５３号

愛媛県東予地方局四国中央土木事務所内

３ 西条市喜多川７９６番地１

愛媛県東予地方局建設部内

４ 今治市旭町一丁目４番地９

愛媛県東予地方局今治土木事務所内

５ 松山市北持田町１３２番地

愛媛県中予地方局建設部内

６ 上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１

愛媛県中予地方局久万高原土木事務所内

７ 大洲市田口甲４２５番地１

愛媛県南予地方局大洲土木事務所内

８ 八幡浜市北浜一丁目３番３７号

愛媛県南予地方局八幡浜土木事務所内

９ 西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地

愛媛県南予地方局西予土木事務所内

１０ 宇和島市天神町７番１号

愛媛県南予地方局建設部内

１１ 南宇和郡愛南町御荘平城３０４８番地

愛媛県南予地方局愛南土木事務所内

別表第４ 省略 別表第３ 省略

（愛媛県用品調達規則の一部改正）

第１０条 愛媛県用品調達規則（昭和４１年愛媛県規則第２２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（共通物品の購入）

第４条 本庁各課の長は、共通物品を必要とするものについて毎４

半期ごとの需要見込みを立て、当該４半期の初日前２０日までに共

通物品需要計画書（様式第１号）を出納局会計課長

（以下「会計課長 」という。）に送付しなければならない。

２ 会計課長 は、前項の規定による需要計画書に基づき共通物

品の調達計画を立て、これにより共通物品を購入しなければなら

ない。ただし、調達計画により購入することが適当でないと認め

たものについては、この限りでない。

（普通物品の請求）

第５条 本庁各課の長は、普通物品を必要としたときに、普通物品

（共通物品の購入）

第４条 本庁各課の長は、共通物品を必要とするものについて毎４

半期ごとの需要見込みを立て、当該４半期の初日前２０日までに共

通物品需要計画書（様式第１号）を総務部管理局総務管理課長

（以下「総務管理課長」という。）に送付しなければならない。

２ 総務管理課長は、前項の規定による需要計画書に基づき共通物

品の調達計画を立て、これにより共通物品を購入しなければなら

ない。ただし、調達計画により購入することが適当でないと認め

たものについては、この限りでない。

（普通物品の請求）

第５条 本庁各課の長は、普通物品を必要としたときに、普通物品
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要求書（様式第２号）により会計課長 に請求しなければなら

ない。

（普通物品の購入又は修繕）

第６条 会計課長 は、前条の規定により請求を受けたときは、

審査し、適当と認めたときは購入又は修繕をするものとする。

２ 前項の規定により普通物品を購入するときの予定価格は、１件

１千万円以上のものは出納局長 が、１件１千万円未満のも

のは会計課長 が定める。

（用品の出納通知）

第７条 会計課長 は、用品を出納させようとするときは、会計

管理者に対し用品出納通知書（様式第３号）をもつてその出納を

通知しなければならない。ただし、共通物品の払出通知にあつて

は、次条に規定する本庁各課の長が発する共通物品要求書をもつ

てこれに代えることができる。

（普通物品の交付）

第１０条 会計課長 は、普通物品を交付決定したときは、当該用

品を請求した本庁各課の長に対し普通物品交付書（様式第６号）

により交付通知をしなければならない。

２ 省略

（用品の交付価格）

第１１条 用品の交付価格は、購入価格に購入価格の１００分の３以内の

額を加算した額とする。ただし、会計課長 が加算することが

適当でないと認めたものについては、この限りでない。

（帳簿）

第１３条 会計管理者及び会計課長 は、それぞれ用品出納簿（様

式第７号）並びに用品調達簿（様式第８号）及び用品支出負担行

為並びに支払計画差引簿（様式第９号）を備え、所定の事項を記

録しなければならない。

別表（第２条関係）

要求書（様式第２号）により総務管理課長に請求しなければなら

ない。

（普通物品の購入 ）

第６条 総務管理課長は、前条の規定により請求を受けたときは、

審査し、適当と認めたときは購入（修繕）をするものとする。

２ 前項の規定により普通物品を購入するときの予定価格は、１件

１千万円以上のものは総務部管理局長が、１件１千万円未満のも

のは総務管理課長が定める。

（用品の出納通知）

第７条 総務管理課長は、用品を出納させようとするときは、会計

管理者に対し用品出納通知書（様式第３号）をもつてその出納を

通知しなければならない。ただし、共通物品の払出通知にあつて

は、次条に規定する本庁各課の長が発する共通物品要求書をもつ

てこれに代えることができる。

（普通物品の交付）

第１０条 総務管理課長は、普通物品を交付決定したときは、当該用

品を請求した本庁各課の長に対し普通物品交付書（様式第６号）

により交付通知をしなければならない。

２ 省略

（用品の交付価格）

第１１条 用品の交付価格は、購入価格に購入価格の１００分の３以内の

額を加算した額とする。ただし、総務管理課長が加算することが

適当でないと認めたものについては、この限りでない。

（帳簿）

第１３条 会計管理者及び総務管理課長は、それぞれ用品出納簿（様

式第７号）並びに用品調達簿（様式第８号）及び用品支出負担行

為並びに支払計画差引簿（様式第９号）を備え、所定の事項を記

録しなければならない。

別表（第２条関係）

消耗品類 １ 省略

２ 定期刊行物（図書、新聞、法規加除録

等）で会計課長 が用品集中調達による

購入除外を認めたもの

消耗品類 １ 省略

２ 定期刊行物（図書、新聞、法規加除録

等）で総務管理課長が用品集中調達による

購入除外を認めたもの

省略 省略

その他 １～３ 省略

４ 会計課長 が特に用品集中調達による

購入除外を認めた物品

その他 １～３ 省略

４ 総務管理課長が特に用品集中調達による

購入除外を認めた物品

様式第２号（第５条関係） 様式第２号（第５条関係）

省略 省略

課長 課長

補佐

係長 係 会計

課長

課長

補佐

係長 係 課長 課長

補佐

係長 係 総務

管理

課長

課長

補佐

係長 係

省略 省略

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係）

省略 省略

省略

愛媛県会計課長 �

省略 省略

愛媛県総務管理課長 �

省略

省略 省略

様式第４号その１
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課長 課長補佐 係長 係

年 月 日

要求番号

共通物品要求書（伺）

次の物品を要求してよろしいか。

用品

番号

品名 規格 数量 支出科目 配当予算

残額款 項 目 節

様式第４号（第８条関係） 様式第４号その２

課長 課長補佐 係長 係

愛媛県会計管理者様

省略

愛媛県会計管理者様

省略

省略 省略

様式第６号（第１０条関係） 様式第６号

省略

会計課長 �

省略

総務管理課長 �

省略 省略

（愛媛県開発登録簿閲覧規則の一部改正）

第１１条 愛媛県開発登録簿閲覧規則（昭和４６年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（閲覧所）

第２条 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第３８条第

１項に規定する開発登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）

は、開発区域の存する市町を管轄する地方局建設部又は土木事務

所内に置く。

（閲覧所）

第２条 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第３８条第

１項に規定する開発登録簿閲覧所（以下「閲覧所」という。）

は、開発区域の存する市町を管轄する地方局

内に置く。

（建設業者許可申請等手続規則の一部改正）

第１２条 建設業者許可申請等手続規則（昭和４７年愛媛県規則第１２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（提出すべき書類の部数）

第２条 省令第７条第２号（省令第１２条において準用する場合を含

む。）に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区

分に応じ、当該各号に定める数とする。

� 法第３条第１項の許可の申請をする場合において法第５条の

規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類 正本１通

及び副本１通

� 省略

（提出すべき書類の部数）

第２条 省令第７条第２号（省令第１２条において準用する場合を含

む。）に規定する知事の定める数は、次の各号に掲げる書類の区

分に応じ、当該各号に定める数とする。

� 法第３条第１項の許可の申請をする場合において法第５条の

規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類 正本１通

及び副本２通

� 省略
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（愛媛県猿子川水門操作規則の一部改正）

第１３条 愛媛県猿子川水門操作規則（昭和５３年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（洪水警戒体制の実施）

第５条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体

制に入るものとする。

� 省略

� 東予地方局今治土木事務所において測定した今治地方の日雨

量が８０ミリメートルに達したとき。

� 省略

（洪水警戒体制の実施）

第５条 次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体

制に入るものとする。

� 省略

� 今治地方局 において測定した今治地方の日雨

量が８０ミリメートルに達したとき。

� 省略

（愛媛県地方機関庁舎における当直勤務に関する規則の一部改正）

第１４条 愛媛県地方機関庁舎における当直勤務に関する規則（昭和５５年愛媛県規則第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

庁舎の名称 庁舎の名称

愛媛県農林水産研究所畜産研究センター 愛媛県畜産試験場

（生活保護法施行細則の一部改正）

第１５条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（委任）

第２条 法第１９条第４項及び第２０条の規定に基づき、知事は、法第

２４条から第３７条まで、第４０条第２項、第４１条第２項、第４項及び第

５項、第４２条、第４４条第１項、第４５条、第４６条第２項及び第３項、

第４８条第３項及び第４項、第６２条第３項及び第４項、第６３条、

第７６条第１項、第７７条第２項、第７８条、第８０条並びに第８１条並びに

省令第７条並びに第８条第１項及び第４項に規定する保護の決定

及び実施に関する事務（法第４４条第１項の規定による報告徴収及

び立入検査、法第４５条の規定による改善命令等、法第４６条第２項

の規定による管理規程の届出の受理、法第４６条第３項の規定によ

る管理規程の変更命令並びに法第４８条第３項の規定による同条第

２項の指導の制限及び禁止にあつては、２以上の施設を設置する

社会福祉法人に係るものを除く。）を地方局長に委任する。

（保護施設休止報告書等）

第２３条 省令第７条に規定する報告又は省令第８条第１項及び第４

項に規定する通知は、保護施設の廃止、事業縮小又は休止後３０日

以内に、保護施設廃止（事業縮小・休止）報告（通知）書（様式

第６５号）を地方局長又は市町長に提出してしなければならない。

２ 省略

様式第６５号（第２３条関係） 保護施設廃止（事業縮小・休止）報告

（通知）書

（委任）

第２条 法第１９条第４項及び第２０条の規定に基づき、知事は、法第

２４条から第３７条まで、第４０条第２項、第４１条第２項、第４項及び第

５項、第４２条、第４４条第１項、第４５条、第４６条第２項及び第３項、

第４８条第３項及び第４項、第６２条第３項及び第４項、第６３条、

第７６条第１項、第７７条第２項、第７８条、第８０条並びに第８１条

に規定する保護の決定

及び実施に関する事務（法第４４条第１項の規定による報告徴収及

び立入検査、法第４５条の規定による改善命令等、法第４６条第２項

の規定による管理規程の届出の受理、法第４６条第３項の規定によ

る管理規程の変更命令並びに法第４８条第３項の規定による同条第

２項の指導の制限及び禁止にあつては、２以上の施設を設置する

社会福祉法人に係るものを除く。）を地方局長に委任する。

（保護施設休止報告書等）

第２３条 省令第７条に規定する報告又は省令第８条

に規定する通知は、保護施設の廃止、事業縮少又は休止後３０日

以内に、保護施設廃止（事業縮少・休止）報告（通知）書（様式

第６５号）を知事 又は市町長に提出してしなければならない。

２ 省略

様式第６５号（第２３条関係） 保護施設廃止（事業縮少・休止）報告

（通知）書
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保護施設廃止（事業縮小・休止）報告（通知）書

省略

地方局長 様

保護施設設置者 �

１・２ 省略

３ 廃止（事業縮小・休止）の理由

４・５ 省略

６ 廃止（事業縮小・休止）年月日

保護施設廃止（事業縮少・休止）報告（通知）書

省略

愛媛県知事 様

市町長 �

１・２ 省略

３ 廃止（事業縮少・休止）の理由

４・５ 省略

６ 廃止（事業縮少・休止）年月日

（愛媛県浄化槽工事業者登録申請等手続規則の一部改正）

第１６条 愛媛県浄化槽工事業者登録申請等手続規則（昭和６０年愛媛県規則第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（申請書等の提出部数）

第２条 法第２２条の規定により工事業登録申請者が知事に提出すべ

き申請書及びその添付書類並びに省令第８条の規定により浄化槽

工事業者が知事に提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数

は、

１通

とする。

２ 省令第１１条又は第１２条の規定により特例浄化槽工事業者が知事

に提出すべき届出書及びその添付書類の部数は、

正本１通及び副本１通とする。

（申請書等の提出部数）

第２条 法第２２条の規定により工事業登録申請者が知事に提出すべ

き申請書及びその添付書類並びに省令第８条の規定により浄化槽

工事業者が知事に提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数

は、県内に主たる事務所を有する工事業登録申請者又は浄化槽工

事業者にあつては正本１通及び副本１通、県外に主たる事務所を

有する工事業登録申請者又は浄化槽工事業者にあつては正本１通

とする。

２ 省令第１１条又は第１２条の規定により特例浄化槽工事業者が知事

に提出すべき届出書及びその添付書類の部数は、県内に主たる事

務所を有する特例浄化槽工事業者にあつては正本１通及び副本２

通、県外に主たる事務所を有する特例浄化槽工事業者にあつては

正本１通及び副本１通とする。

（書類の経由）

第４条 書類は、県内に主たる事務所を有する工事業登録申請者、

浄化槽工事業者及び特例浄化槽工事業者にあつては、主たる事務

所の所在地を管轄する地方局長を経由しなければならない。

（愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則の一部改正）

第１７条 愛媛県浄化槽工事業者登録簿閲覧規則（昭和６０年愛媛県規則第４９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（閲覧所の設置）

第２条 省略

（閲覧上の遵守事項）

第６条 前条の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲覧者」

という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

� 登録簿 を外へ持ち出さないこと。

� 登録簿 を損傷し、若しくは汚損し、又はこれ

に加筆しないこと。

� 登録簿 は、丁寧に取り扱い、閲覧を終わつた

ときは、確実に係員に返還すること。

（閲覧所の設置）

第２条 省略

２ 土木部管理局土木管理課内に置く閲覧所にあつてはすべての登

録簿の正本を、地方局建設部及び地方局土木事務所に置く閲覧所

にあつては当該地方局建設部又は地方局土木事務所が管轄する区

域内に主たる事務所を有する浄化槽工事業者に係る登録簿の副本

を備えるものとする。

（閲覧上の遵守事項）

第６条 前条の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲覧者」

という。）は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

� 登録簿の正本又は副本を外へ持ち出さないこと。
き

� 登録簿の正本又は副本を毀損し、若しくは汚損し、又はこれ

に加筆しないこと。

� 登録簿の正本又は副本は、丁寧に取り扱い、閲覧を終わつた

ときは、確実に係員に返還すること。
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� 省略

別表（第２条関係）

� 省略

別表（第２条関係）

名称 場所 名称 場所

愛媛県浄化槽

工事業者登録

簿閲覧所

愛媛県浄化槽

工事業者登録

簿閲覧所

松山市一番町四丁目４番地２

土木部管理局土木管理課内

四国中央市三島宮川四丁目６番５３号

東予地方局四国中央土木事務所内

四国中央市三島宮川四丁目６番５３号

西条地方局四国中央土木事務所内

西条市喜多川７９６番地１

東予地方局建設部内

西条市喜多川７９６番地１

西条地方局建設部内

今治市旭町一丁目４番地９

東予地方局今治土木事務所内

今治市旭町一丁目４番地９

今治地方局建設部内

松山市北持田町１３２番地

中予地方局建設部内

松山市北持田町１３２番地

松山地方局建設部内

上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１

中予地方局久万高原土木事務所内

上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１

松山地方局久万高原土木事務所内

大洲市田口甲４２５番地１

南予地方局大洲土木事務所内

大洲市田口甲４２５番地１

八幡浜地方局大洲土木事務所内

八幡浜市北浜一丁目３番３７号

南予地方局八幡浜土木事務所内

八幡浜市北浜一丁目３番３７号

八幡浜地方局建設部内

西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地

南予地方局西予土木事務所内

西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地

八幡浜地方局西予土木事務所内

宇和島市天神町７番１号

南予地方局建設部内

宇和島市天神町７番１号

宇和島地方局建設部内

南宇和郡愛南町御荘平城３０４８番地

南予地方局愛南土木事務所内

南宇和郡愛南町御荘平城３０４８番地

宇和島地方局愛南土木事務所内

（愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の一部改正）

第１８条 愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則（昭和６０年愛媛県規則第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（登録簿）

第３条 省略

２ 登録簿の閲覧所を県民環境部環境局循環型社会推進課及び各保

健所に置く。

３ 省略

（登録簿）

第３条 省略

２ 登録簿の閲覧所を県民環境部環境局廃棄物対策課 及び各保

健所に置く。

３ 省略

（愛媛県執務時間規則の一部改正）

第１９条 愛媛県執務時間規則（平成元年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

省略

省略

農林水産部森林局森林整備課

省略

愛媛県紙産業研究センター

省略

農林水産部森林局

森林整備課
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愛媛県農林水産研究所農業研究部花き研究指導室 愛媛県花き総合指導センター

（愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部改正）

第２０条 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成１２年愛媛県規則第３６号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（ 提出部数）

第２２条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数

は、正本１部及び副本２部とする。ただし、知事が必要と認める

ときは、これを増加し、又は減ずることがある。

（書類の経由及び提出部数）

第２２条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、当

特定事業区域の所在地を管轄する地方局の長を経由しなければな

らない。

２ 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類の部数

は、正本１部及び副本３部とする。ただし、知事が必要と認める

ときは、これを増加し、又は減ずることがある。

（愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部改正）

第２１条 愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則（平成１２年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（ 提出部数）

第１１条 この規則の規定により知事に提出する書類の部数は、

１部とする。

（書類の経由及び提出部数）

第１１条 この規則の規定により、知事に提出し、又は知事が交付す

る書類は、別に定めがあるもののほか、所轄保健所長を経由する

ものとする。

２ この規則の規定により知事に提出する書類の部数は、正本

１部及びその写し１部とする。

（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則の一部改正）

第２２条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則（平成１４年愛媛県規則第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律施行令（平成１２年政令第４９５号）、建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律施行規則（平成１４年国土交通省・環境省令第１

号）、解体工事業に係る登録等に関する省令（平成１３年国土交通

省令第９２号。以下「登録省令」という。）及び特定建設資材に係

る分別解体等に関する省令（平成１４年国土交通省令第１７号

）に定めるもののほか、建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（解体工事業者登録簿の閲覧）

第４条 省略

２ 省略

（趣旨）

第１条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律施行令（平成１２年政令第４９５号）、建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律施行規則（平成１４年国土交通省・環境省令第１

号）、解体工事業に係る登録等に関する省令（平成１３年国土交通

省令第９２号。以下「登録省令」という。）及び特定建設資材に係

る分別解体等に関する省令（平成１４年国土交通省令第１７号。以下

「分別解体等省令」という。）に定めるもののほか、建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以下

「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（解体工事業者登録簿の閲覧）

第４条 省略

２ 愛媛県土木部管理局土木管理課内に置く閲覧所にあってはすべ

ての登録簿の正本を、愛媛県地方局建設部及び土木事務所に置く

閲覧所にあっては当該地方局建設部又は土木事務所が管轄する区

域内に主たる事務所を有する解体工事業者（法第２条第１２項に規

定する解体工事業者をいう。以下同じ。）に係る登録簿の副本を

備えるものとする。

３ 省略
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３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

別表（第４条関係）

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

（書類の経由及び提出部数）

第５条 法第３章及び分別解体等省令の規定により知事に提出する

書類にあっては法第９条第１項に規定する対象建設工事の実施に

係る区域を管轄する地方局の長を、法第５章、登録省令及びこの

規則の規定により、県内に主たる事務所を有する解体工事業者が

知事に提出する書類にあってはその写しを添え、その主たる事務

所の所在地を管轄する地方局の長を経由しなければならない。

別表（第４条関係）

１ 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部管理局土木管理課内

１ 四国中央市三島宮川四丁目６番５３号

愛媛県東予地方局四国中央土木事務所内

２ 四国中央市三島宮川四丁目６番５３号

愛媛県西条地方局四国中央土木事務所内

２ 西条市喜多川７９６番地１

愛媛県東予地方局建設部内

３ 西条市喜多川７９６番地１

愛媛県西条地方局建設部内

３ 今治市旭町一丁目４番地９

愛媛県東予地方局今治土木事務所内

４ 今治市旭町一丁目４番地９

愛媛県今治地方局建設部内

４ 松山市北持田町１３２番地

愛媛県中予地方局建設部内

５ 松山市北持田町１３２番地

愛媛県松山地方局建設部内

５ 上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１

愛媛県中予地方局久万高原土木事務所内

６ 上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１

愛媛県松山地方局久万高原土木事務所内

６ 大洲市田口甲４２５番地１

愛媛県南予地方局大洲土木事務所内

７ 大洲市田口甲４２５番地１

愛媛県八幡浜地方局大洲土木事務所内

７ 八幡浜市北浜一丁目３番３７号

愛媛県南予地方局八幡浜土木事務所内

８ 八幡浜市北浜一丁目３番３７号

愛媛県八幡浜地方局建設部内

８ 西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地

愛媛県南予地方局西予土木事務所内

９ 西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地

愛媛県八幡浜地方局西予土木事務所内

９ 宇和島市天神町７番１号

愛媛県南予地方局建設部内

１０ 宇和島市天神町７番１号

愛媛県宇和島地方局建設部内

１０ 南宇和郡愛南町御荘平城３０４８番地

愛媛県南予地方局愛南土木事務所内

１１ 南宇和郡愛南町御荘平城３０４８番地

愛媛県宇和島地方局愛南土木事務所内

（愛媛県紙産業研究センター使用規則の一部改正）

第２３条 愛媛県紙産業研究センター使用規則（平成１５年愛媛県規則第３３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所使用規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県産業技術研究所 （以下「研究所

」という。）の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

（使用時間）

第２条 研究所 の使用時間は、午前８時３０分から午後５時３０分ま

でとする。

２・３ 省略

（休館日）

愛媛県紙産業研究センター使用規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県紙産業研究センター（以下「センタ

ー」という。）の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

（使用時間）

第２条 センターの使用時間は、午前８時３０分から午後５時３０分ま

でとする。

２・３ 省略

（休館日）
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第３条 研究所 の休館日は、次のとおりとする。

�～� 省略

２・３ 省略

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があ

ると認めるときは、休館日に研究所 （別表第２ ２の項に掲げ

る施設を除く。）を使用させることがある。

（自由使用）

第４条 研究所 は、別表第２に掲げる施設、別表第３に掲げる機

器及び管理上支障がある施設を除き、自由な使用に供する。

（使用の許可）

第５条 省略

２ 別表第２に掲げる施設に係る前項の許可を受けようとする者

は、次 に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に愛

媛県産業技術研究所施設使用許可申請書 （様式第１号。以下

「使用許可申請書」という。）を知事に提出しなければならな

い。

�・� 省略

３ 知事は、前項の規定による使用の許可の申請があった場合にお

いて、使用が適当であると認めるときは、使用の許可を決定し、

当該申請をした者に対して愛媛県産業技術研究所施設使用許可書

（様式第２号。以下「許可書」という。）を交付するものと

する。この場合において、研究所 の使用に関し、管理運営上又

は公益上必要があると認めるときは、許可に条件を付することが

ある。

４ 省略

５ 別表第３に掲げる機器等に係る第

１項 の許可の手続については、知事が定める。

（使用の基準）

第６条 知事は、研究所 を使用しようとする者が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、研究所 を自由な使用に供せ

ず、又は前条第１項の使用の許可をしないものとする。研究所

の管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

� 研究所 の秩序を乱すおそれがあるとき。

� 研究所 の施設、機器等を滅失し、又は損傷するおそれがあ

るとき。

� 研究所 の職員の指示に従わないとき。

（使用の許可の変更）

第７条 第５条第１項の使用の許可を受けた者（以下「使用者」と

いう。）は、使用日時その他知事が定める事項を変更しようとす

るときは、あらかじめ愛媛県産業技術研究所施設使用変更許可申

請書 （様式第３号）に許可書を添えて知事に提出し、その許

可を受けなければならない。

（使用の許可の取消し等）

第８条 知事は、使用者が次 のいずれかに該当すると認める

ときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しく

は停止することがある。研究所 の管理運営上やむを得ない理由

があるときも、同様とする。

� この規則に違反し、又は研究所 の職員の指示に従わないと

き。

�～� 省略

（使用の登録）

第９条 別表第２ ２の項に掲げる施設を使用しようとする者は、

第３条 センターの休館日は、次のとおりとする。

�～� 省略

２・３ 省略

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があ

ると認めるときは、休館日にセンター（別表第２ ２の項に掲げ

る施設を除く。）を使用させることがある。

（自由使用）

第４条 センターは、別表第２に掲げる施設、別表第３に掲げる機

器及び管理上支障がある施設を除き、自由な使用に供する。

（使用の許可）

第５条 省略

２ 前項の許可を受けようとする者

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に愛

媛県紙産業研究センター施設使用許可申請書（様式第１号。以下

「使用許可申請書」という。）を知事に提出しなければならな

い。

�・� 省略

� 別表第３に掲げる機器 使用開始日の６月前から当日まで

３ 知事は、前項の規定による使用の許可の申請があった場合にお

いて、使用が適当であると認めるときは、使用の許可を決定し、

当該申請をした者に対して愛媛県紙産業研究センター施設使用許

可書（様式第２号。以下「許可書」という。）を交付するものと

する。この場合において、センターの使用に関し、管理運営上又

は公益上必要があると認めるときは、許可に条件を付することが

ある。

４ 省略

５ 前３項に定めるもののほか、別表第３に掲げる機器を使用しよ

うとする者の使用の許可の手続については、知事が定める。

（使用の基準）

第６条 知事は、センターを使用しようとする者が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、センターを自由な使用に供せ

ず、又は前条第１項の使用の許可をしないものとする。センター

の管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

� センターの秩序を乱すおそれがあるとき。

� センターの施設、機器等を滅失し、又は損傷するおそれがあ

るとき。

� センターの職員の指示に従わないとき。

（使用の許可の変更）

第７条 第５条第１項の使用の許可を受けた者（以下「使用者」と

いう。）は、使用日時その他知事が定める事項を変更しようとす

るときは、あらかじめ愛媛県紙産業研究センター施設使用変更許

可申請書（様式第３号）に許可書を添えて知事に提出し、その許

可を受けなければならない。

（使用の許可の取消し等）

第８条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しく

は停止することがある。センターの管理運営上やむを得ない理由

があるときも、同様とする。

� この規則に違反し、又はセンターの職員の指示に従わないと

き。

�～� 省略

（使用の登録）

第９条 別表第２ ２の項に掲げる施設を使用しようとする者は、
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あらかじめ、愛媛県産業技術研究所使用登録申請書 （様式第

４号。以下「使用登録申請書」という。）に連帯保証人の誓約書

を添えて知事に提出し、その登録を受けなければならない。

２・３ 省略

４ 知事は、前項の登録をしたときは、当該登録を申請した者に対

して愛媛県産業技術研究所使用登録証 （様式第５号。以下

「登録証」という。）を交付するものとする。

５・６ 省略

（損害賠償等）

第１２条 自己の責めに帰すべき理由により研究所 の施設、機器等

を滅失し、又は損傷したときは、原状回復をし、又はそれによっ

て生じた損害を賠償しなければならない。

（補則）

第１３条 この規則に定めるもののほか、研究所 の使用に関し必要

な事項は、別に定める。

別表第１（第２条、第３条関係）

あらかじめ、愛媛県紙産業研究センター使用登録申請書（様式第

４号。以下「使用登録申請書」という。）に連帯保証人の誓約書

を添えて知事に提出し、その登録を受けなければならない。

２・３ 省略

４ 知事は、前項の登録をしたときは、当該登録を申請した者に対

して愛媛県紙産業研究センター使用登録証（様式第５号。以下

「登録証」という。）を交付するものとする。

５・６ 省略

（損害賠償等）

第１２条 自己の責めに帰すべき理由によりセンターの施設、機器等

を滅失し、又は損傷したときは、原状回復をし、又はそれによっ

て生じた損害を賠償しなければならない。

（補則）

第１３条 この規則に定めるもののほか、センターの使用に関し必要

な事項は、別に定める。

別表第１（第２条、第３条関係）

紙産業技術センター展示コーナー

紙産業技術センター交流サロン

展示コーナー

交流サロン

別表第２（第２条―第５条、第９条、第１０条関係） 別表第２（第２条―第５条、第９条、第１０条関係）

１ 紙産業技術センター試作品づくり工房

紙産業技術センター研修室

紙産業技術センター控室

紙産業技術センター会議室

１ 試作品づくり工房

研修室

控室

会議室

２ 紙産業技術センター共同研究室 ２ 共同研究室

別表第３（第４条、第５条関係） 別表第３（第４条、第５条関係）

区分 種別 製紙用機器

紙加工用機器

物理試験用機器

化学試験用機器

研修用機器

技術開発関係

食品産業関係

窯業関係

繊維産業関係

紙産業関係

建設関係

機械金属用機器

電子用機器

化学用機器

食品加工用機器

焼成がま及び炉

窯業用機器

染織用機器

製紙用機器

紙加工用機器

物理試験用機器

化学試験用機器

研修用機器

土木用機器

様式第１号（第５条関係） 愛媛県産業技術研究所施設使用許可申

請書

様式第１号（第５条関係） 愛媛県紙産業研究センター施設使用許

可申請書

愛媛県産業技術研究所施設使用許可申請書

省略

愛媛県紙産業研究センター施設使用許可申請書

省略

使 用 施 設

□紙産業技術センター試作品づくり工房

省略

□紙産業技術センター研修室

□紙産業技術センター控室

□紙産業技術センター会議室

使 用 施 設

□試作品づくり工房

省略

□研修室

□控室

□会議室

省略 省略

注 省略 注 省略

愛 媛 県 報平成２０年３月３１日 第１９５０号外５

６１



様式第２号（第５条、第７条、様式第３号関係） 愛媛県産業技術

研究所施設使用許可書

（表）

様式第２号（第５条、第７条、様式第３号関係） 愛媛県紙産業研

究センター施設使用許可書

（表）

愛媛県産業技術研究所施設使用許可書

省略

愛媛県紙産業研究センター施設使用許可書

省略

（裏） （裏）

使用上の注意事項

省略

２ 愛媛県産業技術研究所 （以下「研究所 」とい

う。）の施設、機器等を滅失し、又は損傷したときは、直

ちにその旨を研究所 の職員に届け出るとともに、原状回

復をし、又はそれによって生じた損害を賠償すること。

３ 天災その他研究所 を使用する者の責めに帰すことがで

きない理由により使用が不能となった場合又は研究所 を

使用する者が使用日の前日までに使用の取消しを申し出

て、知事がやむを得ないと認めた場合のほかは、納付した

使用料を還付しない。

４ 省略

５ 研究所 の施設、機器等の使用を終えたときは、直ちに

当該施設、機器等を原状に回復するとともに、その旨を研

究所 の職員に届け出ること。

６ 研究所 の職員の指示に従うこと。

７ その他研究所 の使用に関する諸規程を遵守すること。

使用上の注意事項

省略

２ 愛媛県紙産業研究センター（以下「センター」とい

う。）の施設、機器等を滅失し、又は損傷したときは、直

ちにその旨をセンターの職員に届け出るとともに、原状回

復をし、又はそれによって生じた損害を賠償すること。

３ 天災その他センターを使用する者の責めに帰すことがで

きない理由により使用が不能となった場合又はセンターを

使用する者が使用日の前日までに使用の取消しを申し出

て、知事がやむを得ないと認めた場合のほかは、納付した

使用料を還付しない。

４ 省略

５ センターの施設、機器等の使用を終えたときは、直ちに

当該施設、機器等を原状に回復するとともに、その旨をセ

ンターの職員に届け出ること。

６ センターの職員の指示に従うこと。

７ その他センターの使用に関する諸規程を遵守すること。

様式第３号（第７条関係） 愛媛県産業技術研究所施設使用変更許

可申請書

様式第３号（第７条関係） 愛媛県紙産業研究センター施設使用変

更許可申請書

愛媛県産業技術研究所施設使用変更許可申請書

省略

愛媛県紙産業研究センター施設使用変更許可申請書

省略

注１ 愛媛県産業技術研究所施設使用許可書 （様式第２号）

を添付してください。

注２ 省略

様式第４号（第９条関係） 愛媛県産業技術研究所使用登録申請書

注１ 愛媛県紙産業研究センター施設使用許可書（様式第２号）

を添付してください。

注２ 省略

様式第４号（第９条関係） 愛媛県紙産業研究センター使用登録申

請書

愛媛県産業技術研究所使用登録申請書

省略

愛媛県紙産業研究センター使用登録申請書

省略

注 省略

様式第５号（第９条関係） 愛媛県産業技術研究所使用登録証

（表）

注 省略

様式第５号（第９条関係） 愛媛県紙産業研究センター使用登録証

（表）

愛媛県産業技術研究所使用登録証

省略

愛媛県紙産業研究センター使用登録証

省略

（裏） （裏）

使用上の注意事項

省略

２ 愛媛県産業技術研究所 （以下「研究所 」とい

う。）の施設、機器等を滅失し、又は損傷したときは、原

状回復をし、又はそれによって生じた損害を賠償するこ

と。

３ 省略

４ 研究所 の施設の使用を終えたときは、直ちに当該施設

を原状に回復するとともに、その旨を研究所 の職員に届

け出ること。

５ 研究所 の職員の指示に従うこと。

使用上の注意事項

省略

２ 愛媛県紙産業研究センター（以下「センター」とい

う。）の施設、機器等を滅失し、又は損傷したときは、原

状回復をし、又はそれによって生じた損害を賠償するこ

と。

３ 省略

４ センターの施設の使用を終えたときは、直ちに当該施設

を原状に回復するとともに、その旨をセンターの職員に届

け出ること。

５ センターの職員の指示に従うこと。
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６ その他研究所 の使用に関する諸規程を遵守すること。 ６ その他センターの使用に関する諸規程を遵守すること。

（ボランティア活動を促進するための公の施設の使用料等減免規則の一部改正）

第２４条 ボランティア活動を促進するための公の施設の使用料等減免規則（平成１５年愛媛県規則第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ 省略

２ 愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

３ 愛媛県農林水産研究所林業研究センター

１ 省略

２ 愛媛県紙産業研究センター

３ 愛媛県林業技術センター

（愛媛県立医療技術大学学則の一部改正）

第２５条 愛媛県立医療技術大学学則（平成１５年愛媛県規則第７０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員）

第７条 本学に次の職員を置く。

�～� 省略

� 助教

� 省略

� 省略

� 省略

（職員）

第７条 本学に次の職員を置く。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

（愛媛県立保育専門学校規則等の廃止）

第２６条 次に掲げる規則は、廃止する。

� 愛媛県立保育専門学校規則（昭和２８年愛媛県規則第３０号）

� 愛媛県建設研究所使用規則（昭和３８年愛媛県規則第３５号）

附 則

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現にある第３条の規定による改正前の愛媛県県税賦課徴収条例施行規則第２３号様式の規定による書類の用紙は、当分

の間、これを訂正して使用することができる。

�愛媛県規則第３０号
生活保護法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

生活保護法施行細則の一部を改正する規則

生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（医療要否意見書等）

第１１条 地方局長は、医療扶助の申請があつたときは保護に係る治

療等の要否を判定するため、次に掲げる書類のうち必要と認める

ものを要保護者を通じ、又は直接指定医療機関若しくは指定を受

けた施術者（以下「指定施術機関」という。）から徴するものと

する。

（医療要否意見書等）

第１１条 地方局長は、医療扶助の申請があつたときは保護に係る治

療等の要否を判定するため、次に掲げる書類のうち必要と認める

ものを要保護者を通じ、又は直接指定医療機関若しくは指定を受

けた施術者（以下「指定施術機関」という。）から徴するものと

する。
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�～� 省略

� 訪問看護要否意見書 （保護変更申請書）（様

式第３４号）

２ 省略

（診察料等の請求手続）

第１４条 省略

２ 省略

３ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８条第１項 に規定す

る指定訪問看護事業者（以下「指定訪問看護事業者」という。）

が同項に規定する訪問看護若しくは高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）第７８条第１項に規定する訪問看護を

行つた場合において、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関す

る基準（平成１２年厚生省令第８０号）第１３条第１項に規定する基本

利用料以外の利用料に相当する費用を必要としたとき、

介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者が同法

第８条第４項に規定する訪問看護を行つた場合において、指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１

年厚生省令第３７号）第６６条第３項に規定する交通費に相当する費

用を必要としたとき、又は同法第５３条第１項に規定する指定介護

予防サービス事業者が同法第８条の２第４項に規定する介護予防

訪問看護を行つた場合において、指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３５号）第６９条第３項に規定する交通費に相当する費用を

必要としたときは、これらの費用を訪問看護に係る利用料請求書

（様式第４４号の２）により地方局長に請求するも

のとする。

�～� 省略

� 訪問看護・老人訪問看護要否意見書（保護変更申請書）（様

式第３４号）

２ 省略

（診察料等の請求手続）

第１４条 省略

２ 省略

３ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４４条ノ４第１項に規定す

る指定訪問看護事業者（以下「指定訪問看護事業者」という。）

が同項に規定する訪問看護を行つた場合において、健康保険法施

行規則（大正１５年内務省令第３６号）第４７条ノ１２第１項

に規定する基本

利用料以外の利用料に相当する費用を必要としたとき、指定訪問

看護事業者が老人保健法（昭和５７年法律第８０号）第４６条の５の２

第１項に規定する老人訪問看護を行つた場合において、指定老人

訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成４年厚生省令

第３号）第２０条第１項に規定する基本利用料以外の利用料に相当

する費用を必要としたとき、又は介護保険法（平成９年法律第

１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者が同法

第７条第８項に規定する訪問看護を行つた場合において、指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１

年厚生省令第３７号）第６６条第３項

に規定する交通費に相当する費用を

必要としたときは、これらの費用を訪問看護・老人訪問看護に係

る利用料請求書（様式第４４号の２）により地方局長に請求するも

のとする。

様式第１１号（その２）中「）給付券（ 券）交付処理簿（併用分）」を「） 給付券（ 券）交付処理簿（併用分）」に改め、同様式

（その２）注中「、訪問看護ステーションコード又は老人訪問看護ステーションコード」を「又は訪問看護ステーションコード」に改める。

様式第３４号中「訪問看護・老人訪問看護要否意見書」を「訪問看護要否意見書」に、
「 �
�
�
�

訪 問 看 護��
�
�老人訪問看護

を「訪問看護」に改める。
」

様式第４４号の２中「訪問看護・老人訪問看護に係る利用料請求書」を「訪問看護に係る利用料請求書」に、
「 �
�
�
�

訪 問 看 護��
�
�老人訪問看護

を「訪
」

問看護」に改め、同様式記入要領３を削る。

附 則

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

２ 改正後の生活保護法施行細則様式第３４号及び様式第４４号の２の規定は、この規則の施行の日以降の医療又は介護に係る請求分について

適用し、同日前の医療又は介護に係る請求分については、なお従前の例による。

�愛媛県規則第３１号
愛媛県農業試験場使用規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県農業試験場使用規則の一部を改正する規則

愛媛県農業試験場使用規則（昭和３８年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

愛媛県農林水産研究所使用規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県農林水産研究所（以下「研究所」とい

う。）への分析、試験、鑑定及び測定（以下「分析等」という。）

の依頼、研究所林業研究センター（以下「林業研究センター」と

いう。）が行う研修（以下「林業研修」という。）の受講並びに

研究所の施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

（研究所の使用時間）

第２条 分析等の依頼時間は、午前８時３０分から午後５時３０分まで

とする。

２ 研究所農業研究部花き研究指導室（以下「花き研究指導室」と

いう。）並びに林業研究センターの展示研修施設（以下「展示研

修施設」という。）及び東温研修地（以下「東温研修地」という。）

の使用時間は、午前９時から午後５時までとする。

（分析等 の依頼）

第３条 研究所に分析等

を依頼しようとする者は、分析等依頼書 （様式第１号）に供試

品を添えて愛媛県農林水産研究所長（以下「研究所長」という。）

に提出しなければならない。

（林業研修の受講申込み）

第４条 林業研修（不特定多数の者を対象とする林業研修で知事が

定めるものを除く。）を受けようとする者は、研修受講申込書に

知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。ただし、知事が指定する林業研修の受講申込みにあつては、

その住所地を管轄する地方局長を経由しなければならない。

（研修生の決定等）

第５条 知事は、前条の規定による申込みがあつたときは、書類審

査により選考し、研修生を決定するものとする。

２ 知事は、不特定多数の者を対象とする林業研修で知事が定める

ものの受講を希望する者の数が、知事が定める当該林業研修の定

員の数を超えるときは、その超える数に係る受講を希望する者の

受講を認めないことがある。

（入舎）

第６条 研修生は、林業研究センターの技術研修施設（以下「技術

研修施設」という。）の寄宿舎に入舎しなければならない。ただ

し、知事が指定する林業研修を受講するとき、又は知事の許可を

受けたときは、この限りでない。

（研修生の義務）

第７条 研修生は、林業研修に専念するとともに、この規則及びそ

の他の諸規律を遵守し、研修生としての品位を傷付けてはならな

い。

（懲戒）

第８条 知事は、必要があると認めるときは、研修生を懲戒するこ

とがある。

２ 前項の懲戒の種類は、戒告、受講停止及び退所処分とする。

３ 退所処分は、研修生が次の各号のいずれかに該当したときに行

うものとする。

� 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

� 正当な理由がなく、受講状況が悪いとき。

� 林業研究センターの秩序を乱し、その他研修生の本分に反す

ると認められるとき。

愛媛県農業試験場使用規則

（分折又は鑑定の依頼）

第１条 土じよう又は肥料の分折又は鑑定（以下「分折等」という。）

を依頼しようとする者は、分折鑑定依頼書（様式第１号）に供試

品を添えて愛媛県農業試験場長 （以下「場長 」という。）

に提出しなければならない。
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（花き研究指導室等の休館日）

第９条 花き研究指導室及び展示研修施設並びに東温研修地（以下

「花き研究指導室等」という。）の休館日は、次のとおりとする。

� 月曜日（月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるとき

は、当該休日の直後の休日以外の日）

� 休日の翌日（この日が日曜日又は休日に当たるときは、当該

日曜日又は休日の直後の日曜日又は休日以外の日）

� 花き研究指導室にあつては、１月１日から４日まで及び１２月

２８日から３１日まで

� 展示研修施設及び東温研修地にあつては、１月１日から５日

まで及び１２月２７日から３１日まで

� 知事が必要と認めた日

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、特に必要があると認めると

きは、休館日に花き研究指導室等を使用させることがある。

（花き研究指導室等の自由使用）

第１０条 花き研究指導室等は、花き研究指導室の研修室及び展示研

修施設の研修室並びに管理上支障がある部分を除き、自由な使用

に供する。

（展示研修施設の研修室の使用の許可）

第１１条 展示研修施設の研修室を使用しようとする者は、使用日の

６月前から７日前までに、愛媛県農林水産研究所施設使用許可申

請書（様式第２号。以下「使用許可申請書」という。）を知事に

提出し、その許可を受けなければならない。

２ 知事は、前項の規定による使用の許可の申請があつた場合にお

いて、使用が適当であると認めるときは、使用の許可を決定し、

当該申請をした者に対して愛媛県農林水産研究所施設使用許可書

（様式第３号。以下「許可書」という。）を交付するものとする。

この場合において、展示研修施設の研修室の使用に関し、管理運

営上又は公益上必要があると認めるときは、許可に条件を付する

ことがある。

３ 知事は、第１項に定める期間外に使用許可申請書の提出があつ

た場合であつても、特に理由があると認めるときは、同項の許可

をすることがある。

（花き研究指導室等の使用の基準）

第１２条 知事は、花き研究指導室等を使用しようとする者が次の各

号のいずれかに該当する場合には、花き研究指導室等を自由な使

用に供せず、又は前条第１項の使用の許可をしないものとする。

花き研究指導室等の管理運営上やむを得ない理由があるときも、

同様とする。

� 花き研究指導室等の秩序を乱すおそれがあるとき。

� 花き研究指導室等の設備、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがあるとき。

� 研究所の職員の指示に従わないとき。

� 主として営利を目的として使用するとき。

（展示研修施設の研修室の使用の許可の変更）

第１３条 第１１条第１項の使用の許可を受けた者は、使用日時、使用

目的その他知事が定める事項を変更しようとするときは、あらか

じめ愛媛県農林水産研究所施設使用変更許可申請書（様式第４号）

に許可書を添えて知事に提出し、その許可を受けなければならな

い。

（花き研究指導室等の使用の許可の取消し等）

第１４条 知事は、花き研究指導室等を使用する者が次の各号のいず
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れかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又

は使用を制限し、若しくは停止することがある。花き研究指導室

等の管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

� この規則に違反し、又は研究所の職員の指示に従わないとき。

� 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

� 使用の許可の条件に違反したとき。

（技術研修施設の使用）

第１５条 技術研修施設のうち、実習室及び機械操作場（以下「実習

室等」という。）は、林業研修に使用されない場合において、林

業に関する団体その他知事が適当と認めるものが林業、森林又は

緑化に関する研修を実施するときに限り使用することができるも

のとする。

２ 第１１条から前条までの規定は、実習室等の使用について準用す

る。この場合において、第１１条第１項及び第２項中「展示研修施

設の研修室」とあり、並びに第１２条第１号及び第２号並びに前条

中「花き研究指導室等」とあるのは「実習室等」と、第１１条第１

項中「６月前から」とあるのは「１月前から」と、第１２条中「花

き研究指導室等を使用しようとする者」とあるのは「実習室等を

使用しようとする者」と、「花き研究指導室等を自由な使用に供

せず、又は前条第１項」とあるのは「第１５条第２項において準用

する前条第１項」と、「花き研究指導室等の管理運営上」とある

のは「実習室等の管理運営上」と読み替えるものとする。

（損害賠償等）

第１６条 花き研究指導室等を使用する者は、自己の責めに帰すべき

理由によつて、花き研究指導室等の設備、備品等を損傷し、又は

滅失した場合は、原状回復をし、又はそれによつて生じた損害を

賠償しなければならない。

２ 前項の規定による原状回復の方法又は損害賠償の額若しくは方

法に関し必要な事項は、知事の認定するところによる。

（使用料の額）

第１７条 愛媛県農林水産研究所使用料条例（昭和３８年愛媛県条例第

３７号。以下「条例」という。）第２条の規定による使用料の額は、

別表のとおりとする。

（農業関係の試験に係る分析等の供試品の数量）

第１８条 農業関係の試験に係る分析等の供試品の数量は、次のとお

りとする。ただし、研究所長は、必要があると認めるときは、供

試品の数量を増加させることができる。

� 土壌 原土 ５００グラム

� 省略

２ 供試品は、特別の理由があるときは、研究所長の指示する採取

方法によつて採取しなければならない。

（分析等成績書 の交付）

第１９条 研究所長は、分析等の結果について依頼者に分析等成績書

（様式第５号） を交付するものとする。

（分析等の結果の表示）

第２０条 何人も、分析等を受けた供試品について、広告、掲示、印

刷物、容器、包装等に、研究所の分析済み、試験済み、鑑定済み

又は測定済みその他これらに類する文字を使用しようとする場合

は、あらかじめ研究所長の承認を受け、かつ、分析等成績書の全

文を表示しなければならない。

第２１条 省略

（使用料の減免申請）

第２２条 条例第４条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとす

（使用料の額）

第２条 愛媛県農業試験場使用料条例 （昭和３８年愛媛県条例第

３７号。以下「条例」という。）第２条の規定による使用料の額は、

別表のとおりとする。

（ 供試品の数量）

第３条 供試品の数量は、次のとお

りとする。ただし、場長 は、必要があると認めるときは、供

試品の数量を増加させることができる。

� 土じよう 原土 ５００グラム

� 省略

２ 供試品は、特別の理由があるときは、場長 の指示する採取

方法によつて採取しなければならない。

（分折鑑定成績書の交付）

第４条 場長 は、分折等の結果について依頼者に分折鑑定成績

書（様式第２号）を交付するものとする。

（分折等の結果の表示）

第５条 何人も、分折等を受けた供試品について、広告、掲示、印

刷物、容器、包装等に、試験場の分折済み又は 鑑定済み

その他これらに類する文字を使用しようとする場合

は、あらかじめ場長 の承認を受け、かつ、成績書 の全

文を表示しなければならない。

第６条 省略

（使用料の免除申請）

第７条 条例第４条の規定に基づき、使用料の免除を受けようとす
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る者は、愛媛県農林水産研究所使用料減免申請書（様式第６号）

を分析等依頼書又は使用許可申請書に添えて、知事に提出しなけ

ればならない。

（使用料の還付）

第２３条 条例第５条第２号に規定する規則で定める日は、使用日の

７日前とする。

第２４条 条例第５条ただし書の規定により、知事は、次の各号に掲

げる場合においては、それぞれ当該各号に定める額を還付する。

� 条例第５条第１号に該当する場合 使用料の全額

� 条例第５条第２号に該当する場合 使用料の５０パーセントに

相当する額

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、愛媛県

農林水産研究所使用料還付申請書（様式第７号）を知事に提出し

なければならない。

（補則）

第２５条 この規則に定めるもののほか、研究所への分析等の依頼、

林業研修の受講及び研究所の施設の使用に関し必要な事項は、別

に定める。

る者は、使用料免除申請書（様式第３号）

を分折鑑定依頼書 に添えて、場長に提出しなけ

ればならない。

別表を次のように改める。

別表（第１７条関係）

１ 分析等に係る使用料

種別 細別 単位 金額

肥料の定量分析 水分分析 １件につき ３００円

窒素分析 １件につき ３００円

りん酸分析 １件につき ６１０円

加里分析 １件につき ７１０円

苦土分析 １件につき ７１０円

マンガン分析 １件につき ７１０円

ほう素分析 １件につき ４００円

けい酸分析 １件につき ４００円

アルカリ分分析 １件につき ４００円

その他 １件につき 実費

肥料の定性分析 １件につき ３００円

肥料の鑑定 １件につき ６１０円

土壌の定量分析 水分分析 １件につき ３００円

窒素分析 １件につき ３００円

有効態りん酸分析 １件につき ４００円

置換性加里分析 １件につき ５００円

置換性石灰分析 １件につき ４００円

置換性苦土分析 １件につき ４００円

置換性マンガン分析 １件につき ４００円

易還元態マンガン分析 １件につき ３００円

遊離酸化鉄分析 １件につき ４００円

腐植分析 １件につき ２００円

水素イオン濃度分析 １件につき ３００円

置換酸度分析 １件につき １００円

りん酸吸収係数分析 １件につき ３００円
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塩基置換容量分析 １件につき ６１０円

置換性全塩基分析 １件につき ４００円
とう た

淘汰分析 １件につき ５００円

その他 １件につき 実費

土壌の定性分析 １件につき ２００円

木材の材質試験 含水率測定 １件につき ４，６８０円

収縮率測定 １件につき ５，８１０円

吸水量測定 １件につき ５，８１０円

木材の強度試験 圧縮試験 １件につき ７，１３０円

引張り試験 １件につき ７，９５０円

曲げ試験 １件につき ７，１３０円

せん断試験 １件につき ７，１３０円

衝撃曲げ試験 １件につき ６，４２０円

硬さ試験 １件につき ７，１３０円

くぎ引抜き抵抗試験 １件につき ７，２３０円

水の化学分析 ＰＨ測定 １件につき ８１０円

無機イオン分析 １件につき １２，３３０円

土壌物理性測定 粒径組成測定 １件につき １１，０００円

透水試験 １件につき ５，８１０円

土質試験 一面せん断試験 １件につき ６，５２０円

土壌養分分析 ＰＨ測定 １件につき ４，５８０円

全炭素、全窒素分析 １件につき ６，８３０円

置換性塩基分析 １件につき ６，８３０円

造林用苗木の品種分析 ＤＮＡ分析 １件につき ３，０６０円

２ 林業研究センターの研修室の使用料

使用時間 金額

午前 ９：００～１２：００ ２，５４０円

午後 １３：００～１７：００ ３，７７０円

全日 ９：００～１７：００ ６，３１０円

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。

愛 媛 県 報平成２０年３月３１日 第１９５０号外５

６９



様式第１号（第３条、第２２条関係） 分析等依頼書

分 析 等 依 頼 書

年 月 日

愛媛県農林水産研究所長 様

住 所（団体にあつては、所在地）

依 頼 者

氏 名（団体にあつては、名称及び代表者の氏名）

依 頼 内 容

依 頼 の 目 的

供 試 品 の 名 称

及 び 数 量

（備考）

注意１ 商標又は保証票のあるものについては、供試品の名称及び数量の欄に記入

してください。

２ 分析又は鑑定を依頼する場合は、備考欄に成分名を記入してください。

３ 供試品を添付してください。
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様式第２号（第１１条、第２２条関係） 愛媛県農林水産研究所施設使用許可申請書

愛媛県農林水産研究所施設使用許可申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

住 所（団体にあつては、所在地）

申 請 者

氏 名（団体にあつては、名称及び代表者の氏名）

使 用 年 月 日

及び使用時間

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

使 用 目 的

使 用 施 設

該当する□�
�
�
�
�
�

の中にレ印

�
�
�
�
�
�

を付してく

ださい。

林業研究センター
展示研修施設
□研修室
技術研修施設
□実習室
□機械操作場

使 用 予 定 者

使 用 責 任 者
住

所

氏

名

電 話

番 号

（備考）
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様式第３号（第１１条、第１３条、様式第４号関係） 愛媛県農林水産研究所施設使用許可書

（表）

愛媛県農林水産研究所施設使用許可書

第 号

年 月 日

様

愛媛県知事 �

使 用 年 月 日

及び使用時間

年 月 日 時 分から

年 月 日 時 分まで

使 用 目 的

使 用 施 設

該当する□�
�
�
�
�
�

の中にレ印

�
�
�
�
�
�

を付してく

ださい。

林業研究センター
展示研修施設
□研修室
技術研修施設
□実習室
□機械操作場

許 可 の 条 件

使用上の注意 裏面記載の使用上の注意事項を遵守すること。

（備考）
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（裏）

使用上の注意事項

１ 許可の条件を遵守すること。

２ 研修室、実習室、機械操作場、これらの附属設備等を損傷し、又は滅失したと

きは、原状回復をし、又はそれによつて生じた損害を賠償すること。

３ 天災その他研修室を使用する者の責めに帰することができない理由により使用

が不能となった場合又は研修室を使用する者が愛媛県農林水産研究所使用規則

（昭和３８年愛媛県規則第５８号）で定める日までに使用の取消しを申し出て、知事

がやむを得ないと認めた場合のほかは、納付した使用料を還付しないこと。

４ 使用時間を厳守すること。

５ 研修室、実習室又は機械操作場の使用を終えたときは、直ちに研修室、実習

室、機械操作場、これらの附属設備等を原状に回復するとともに、その旨を愛媛

県農林水産研究所の担当職員に届け出ること。

６ 愛媛県農林水産研究所の担当職員の指示に従うこと。

７ その他愛媛県農林水産研究所の使用に関する諸規程を遵守すること。
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様式第３号の次に次の４様式を加える。
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様式第４号（第１３条関係） 愛媛県農林水産研究所施設使用変更許可申請書

愛媛県農林水産研究所施設使用変更許可申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

住 所（団体にあつては、所在地）
申 請 者

氏 名（団体にあつては、名称及び代表者の氏名）

変 更 内 容
変 更 事 項 変 更 前 変 更 後

変 更 理 由

（備考）

注意 愛媛県農林水産研究所施設使用許可書（様式第３号）を添付してください。
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様式第５号（第１９条、第２０条関係） 分析等成績書

分 析 等 成 績 書

第 号

住 所（団体にあつては、所在地）

依 頼 者

氏 名（団体にあつては、名称及び代表者の氏名）

分析（試験・鑑定・測定）の内容

（成績）

この成績は、 年 月 日本研究所に依頼された供試品について行つた

分析（試験・鑑定・測定）の結果である。

年 月 日

愛媛県農林水産研究所長 �

注 不要の文字は、抹消すること。
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様式第６号（第２２条関係） 愛媛県農林水産研究所使用料減免申請書

愛媛県農林水産研究所使用料減免申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

住 所（団体にあつては、所在地）
申 請 者

氏 名（団体にあつては、名称及び代表者の氏名）

�

減額又は免除の別 減額・免除

使 用 の 内 容

減 額 又 は 免 除 を

受けようとする理由

（備考）
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様式第７号（第２４条関係） 愛媛県農林水産研究所使用料還付申請書

愛媛県農林水産研究所使用料還付申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

住 所（団体にあつては、所在地）
申 請 者

氏 名（団体にあつては、名称及び代表者の氏名）

�

許 可 年 月 日
及 び 番 号

年 月 日 第 号

使 用 日 時

使 用 料
納付年月日 年 月 日 領収書番号第 号

既 納 額 円

還 付 請 求 金 額 円

申 請 理 由

（備考）
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告 示

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

（愛媛県林業技術センター使用規則等の廃止）

２ 次に掲げる規則は、廃止する。

� 愛媛県林業技術センター使用規則（平成２年愛媛県規則第５５号）

� 愛媛県花き総合指導センター使用規則（平成４年愛媛県規則第２７号）

（経過措置）

３ この規則施行の際現に廃止前の愛媛県林業技術センター使用規則第８条第１項の規定による許可を受けている者は、改正後の愛媛県農

林水産研究所使用規則第１１条第１項の規定による許可を受けている者とみなす。

４ この規則施行の際現に改正前の愛媛県農業試験場使用規則及び廃止前の愛媛県林業技術センター使用規則のそれぞれの様式の規定によ

り提出され、又は交付している書類は、改正後の愛媛県農林水産研究所使用規則中の相当する規定により提出され、又は交付した書類と

みなす。

�愛媛県告示第５２５号
愛媛県工業技術センター等研究員規程（平成１７年４月愛媛県告示第８０３号）の一部を次のように改正し、平成２０年４月１日から施行する。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所研究員規程

（趣旨）

第１条 この規程は、愛媛県産業技術研究所

（以下「研究

所 」という。）が中小企業における技術開発又は技術

シーズの創出を促進するために受け入れる愛媛県産業技術研究所

研究員 （以下「研究員」という。）に関し必要な事項を定める

ものとする。

（派遣企業等の要件）

第２条 研究所 に研究員の受入れを申請することがで

きるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

�～� 省略

� 前３号に掲げるもののほか、研究所 の長（以下「所

長」という。）が適当と認めるもの

（研究課題）

第４条 研究員の行う研究課題は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。

� 研究所 の研究課題

� 研究員を派遣しようとする企業、団体、学校等（以下「企業等」

という。）の研究課題であって、研究所 の研究業務

と関係のあるもの

（研究）

第９条 研究員は、所長の指名した研究所 の研究担当職

員（以下「研究担当者」という。）の指導により研究を行わなけれ

ばならない。

２・３ 省略

（研究費用）

第１０条 派遣企業等は、第４条第２号の研究課題の研究に係る費用と

して、当該研究に係る愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条

例 （昭和３０年愛媛県条例第２６号）及び愛媛県産業技術研究所の

愛媛県工業技術センター等研究員規程

（趣旨）

第１条 この規程は、愛媛県工業技術センター、愛媛県繊維産業試験

場、愛媛県紙産業研究センター又は愛媛県窯業試験場（以下「工業

技術センター等」という。）が中小企業における技術開発又は技術

シーズの創出を促進するために受け入れる愛媛県工業技術センタ

ー等研究員（以下「研究員」という。）に関し必要な事項を定める

ものとする。

（派遣企業等の要件）

第２条 工業技術センター等に研究員の受入れを申請することがで

きるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

�～� 省略

� 前３号に掲げるもののほか、工業技術センター等の長（以下「所

長」という。）が適当と認めるもの

（研究課題）

第４条 研究員の行う研究課題は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。

� 工業技術センター等の研究課題

� 研究員を派遣しようとする企業、団体、学校等（以下「企業等」

という。）の研究課題であって、工業技術センター等の研究業務

と関係のあるもの

（研究）

第９条 研究員は、所長の指名した工業技術センター等の研究担当職

員（以下「研究担当者」という。）の指導により研究を行わなけれ

ばならない。

２・３ 省略

（研究費用）

第１０条 派遣企業等は、第４条第２号の研究課題の研究に係る費用と

して、当該研究に係る愛媛県工業技術センター等の使用料及び手数

料条例（昭和３０年愛媛県条例第２６号）及び愛媛県工業技術センター
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使用料及び手数料に関する規則 （昭和３０年愛媛県規則第４２号）

に基づく使用料及び手数料、原材料費、消耗品費その他の費用を負

担しなければならない。ただし、所長が認める場合は、この限りで

はない。

（守秘義務）

第１５条 派遣企業等及び研究員は、受入期間中の研究内容及び受入期

間中に知り得た研究所 の研究状況等に関する一切の

秘密事項について、所長の許可を得ないで他に漏らしてはならな

い。研究員を辞したときも同様とする。

様式第１号（第６条関係） 研究員受入許可申請書

等の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）

に基づく使用料及び手数料、原材料費、消耗品費その他の費用を負

担しなければならない。ただし、所長が認める場合は、この限りで

はない。

（守秘義務）

第１５条 派遣企業等及び研究員は、受入期間中の研究内容及び受入期

間中に知り得た工業技術センター等の研究状況等に関する一切の

秘密事項について、所長の許可を得ないで他に漏らしてはならな

い。研究員を辞したときも同様とする。

様式第１号（第６条関係）研究員受入許可申請書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

注 省略

様式第２号（第８条関係） 誓約書

注 省略

様式第２号（第８条関係）誓約書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

私は、 年 月 日から 年 月 日までの間、（研究実施

機関名）への受入れ に関し、愛媛県産業技術研究所研究員規

程 （平成１７年４月愛媛県告示第８０３号）を遵守し、受入期間中

は研究に専念するとともに、県に対して決して迷惑をかけない

ことを誓約します。

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

私は、 年 月 日から 年 月 日までの間、（研究実施

機関名）への受け入れに関し、愛媛県工業技術センター等研究

員規程（平成１７年４月愛媛県告示第８０３号）を遵守し、受入期間中

は研究に専念するとともに、県に対して決して迷惑をかけない

ことを誓約します。

様式第３号（第１６条関係） 研究員受入期間延長許可申請書 様式第３号（第１６条関係）研究員受入期間延長許可申請書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

様式第４号（第１６条関係） 研究員受入期間短縮届出書 様式第４号（第１６条関係）研究員受入期間短縮届出書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

様式第５号（第１９条関係） 研究中止届出書 様式第５号（第１９条関係）研究中止届出書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

�愛媛県告示第５２６号
愛媛県工業技術センター等研修生規程（平成１７年４月愛媛県告示第８０４号）の一部を次のように改正し、平成２０年４月１日から施行する。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所研修生規程

（趣旨）

第１条 この規程は、愛媛県産業技術研究所

（以下

「研究所 」という。）が中小企業の技術習得及び技

術力の向上を図るために受け入れる愛媛県産業技術研究所研修生

愛媛県工業技術センター等研修生規程

（趣旨）

第１条 この規程は、愛媛県工業技術センター、愛媛県繊維産業試

験場、愛媛県紙産業研究センター又は愛媛県窯業試験場（以下

「工業技術センター等」という。）が中小企業の技術習得及び技

術力の向上を図るために受け入れる愛媛県工業技術センター等研

愛 媛 県 報平成２０年３月３１日 第１９５０号外５
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（以下「研修生」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（派遣企業等の要件）

第２条 研究所 に研修生の受入れを申請することがで

きるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

�～� 省略

� 前３号に掲げるもののほか、研究所 の長（以下

「所長」という。）が適当と認めるもの

（研修テーマ）

第４条 研修生の行う研修テーマは、研究所 が有する

技術又は保有する施設若しくは設備を利用するものであって、研

究所 の業務と関係のあるものとする。

（研修）

第９条 研修生は、所長の指名した研究所 の研修担当

職員（以下「研修担当者」という。）の指導により研修を行わな

ければならない。

２・３ 省略

（研修費用）

第１０条 派遣企業等は、研修に係る費用として、当該研修に係る愛

媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例 （昭和３０年愛媛

県条例第２６号）及び愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に

関する規則 （昭和３０年愛媛県規則第４２号）に基づく使用料及

び手数料、原材料費、消耗品費その他の費用を負担しなければな

らない。ただし、所長が認める場合は、この限りではない。

様式第１号（第６条関係） 研修生受入許可申請書

修生（以下「研修生」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（派遣企業等の要件）

第２条 工業技術センター等に研修生の受入れを申請することがで

きるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

�～� 省略

� 前３号に掲げるもののほか、工業技術センター等の長（以下

「所長」という。）が適当と認めるもの

（研修テーマ）

第４条 研修生の行う研修テーマは、工業技術センター等が有する

技術又は保有する施設若しくは設備を利用するものであって、工

業技術センター等の業務と関係のあるものとする。

（研修）

第９条 研修生は、所長の指名した工業技術センター等の研修担当

職員（以下「研修担当者」という。）の指導により研修を行わな

ければならない。

２・３ 省略

（研修費用）

第１０条 派遣企業等は、研修に係る費用として、当該研修に係る愛

媛県工業技術センター等の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛

県条例第２６号）及び愛媛県工業技術センター等の使用料及び手数

料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）に基づく使用料及

び手数料、原材料費、消耗品費その他の費用を負担しなければな

らない。ただし、所長が認める場合は、この限りではない。

様式第１号（第６条関係）研修生受入許可申請書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

注 省略

様式第２号（第８条関係） 誓約書

注 省略

様式第２号（第８条関係）誓約書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

私は、 年 月 日から 年 月 日までの間、

（研究実施機関名）への受入れ に関し、愛媛県産業技術研究

所研修生規程 （平成１７年４月愛媛県告示第８０４号）を遵守し、

受入期間中は研究に専念するとともに、県に対して決して迷惑

をかけないことを誓約します。

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

私は、 年 月 日から 年 月 日までの間、

（研究実施機関名）への受け入れに関し、愛媛県工業技術セン

ター等研修生規程（平成１７年４月愛媛県告示第８０４号）を遵守し、

受入期間中は研究に専念するとともに、県に対して決して迷惑

をかけないことを誓約します。

様式第３号（第１４条関係） 研修生受入期間延長許可申請書 様式第３号（第１４条関係）研修生受入期間延長許可申請書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

様式第４号（第１４条関係） 研修生受入期間短縮届出書 様式第４号（第１４条関係）研修生受入期間短縮届出書

省略

愛媛県産業技術研究所長 様

省略

省略

（愛媛県工業技術センター等の長） 様

省略

�愛媛県告示第５２７号
愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛媛県告示第７０１号）

愛 媛 県 報平成２０年３月３１日 第１９５０号外５
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の一部を次のように改正し、平成２０年４月１日から施行する。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

口頭による開示請求をするこ

とができる個人情報の内容

口頭による開

示請求をする

ことができる

期間

口頭による開

示請求をする

ことができる

場所

口頭による開示請求をするこ

とができる個人情報の内容

口頭による開

示請求をする

ことができる

期間

口頭による開

示請求をする

ことができる

場所

試験等の名

称

開示する内容 試験等の名

称

開示する内容

省略 省略

愛媛県臨時

職員採用試

験

試験種目別得

点、合計得点

及び順位

合格発表の日

から１月間

総務部管理局

人事課（地方

局が実施した

採用試験にあ

っては、当該

地方局の総務

県民課）

愛媛県臨時

職員採用試

験

試験種目別得

点、合計得点

及び順位

合格発表の日

から１月間

総務部管理局

人事課（地方

局が実施した

採用試験にあ

っては、当該

地方局の総務

調整課）

省略 省略

歯科技工士

試験

科目別得点及

び総合得点

合格発表の日

から１月間

保健福祉部管

理局医療対策

課

歯科技工士

試験

科目別得点及

び総合得点

合格発表の日

から１月間

保健福祉部管

理局保健福祉

課医療対策室

省略 省略

准看護師試

験

科目別得点及

び総合得点

合格発表の日

から１月間

保健福祉部管

理局医療対策

課

准看護師試

験

科目別得点及

び総合得点

合格発表の日

から１月間

保健福祉部管

理局保健福祉

課医療対策室

省略 省略

薬種商販売

業認定試験

省略 薬種商販売

業認定試験

省略

登録販売者

試験

項目別得点及

び総合得点

合格発表の日

から１月間

保健福祉部健

康衛生局薬務

衛生課

省略 省略

海外派遣農

業研修生選

考

学力試験の得

点

選考発表の日

から１月間

農林水産部農

業振興局農産

園芸課担い手

対策推進室

海外派遣農

業研修生選

考

学力試験の得

点

選考発表の日

から１月間

農林水産部農

業振興局農業

経営課担い手

対策推進室

農薬管理指

導士認定試

験

得点 合格発表の日

から１月間

農林水産部農

業振興局農産

園芸課

農薬管理指

導士認定試

験

得点 合格発表の日

から１月間

農林水産部農

業振興局農業

経営課

農業機械利

用技能者技

能検定試験

学科試験の得

点及び実技試

験の合否

合格発表の日

から１月間

農林水産部農

業振興局農産

園芸課

農業機械利

用技能者技

能検定試験

学科試験の得

点及び実技試

験の合否

合格発表の日

から１月間

農林水産部農

業振興局農業

経営課

省略 省略

�愛媛県告示第５２８号
愛媛県産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度要綱（平成１８年１０月愛媛県告示第１５８２号）の一部を次のように改正し、平成２０
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年４月１日から施行する。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（更新申請等に係る添付書類の省略）

第２条 法第１４条第１項又は第１４条の４第１項の許可（知事

の許可に限る。）を受けた者（以下「収集運搬業者」

という。）は、省令第９条の２第３項各号のいずれにも該当する

ことの確認を受けたときは、同条第２項（省令第１０条の９第２

項、第１０条の１２第２項及び第１０条の２２第２項において準用する場合

を含む。以下同じ。）の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ

る申請に際し、申請者が法人である場合にあっては同表の中欄に

定める書類を、申請者が個人である場合にあっては同表の右欄に

定める書類を添付しないことができる。

２ 省略

（評価基準適合性の確認の申請）

第３条 省略

２ 前項の規定による評価基準適合性の確認申請（評価基準に適合

することの確認の申請をいう。以下同じ。）は、産業廃棄物処理

業者優良性評価基準適合確認申請書（様式第１号）

を提出して行わなければならない。

３ 省略

（許可証への適合の記載及び不適合の通知）

第４条 知事 は、前条第１項の規定による評価基

準適合性の確認申請を受けた場合においては、その内容を審査

し、当該申請に係る収集運搬業者又は処分業者が評価基準に適合

すると認めるときは当該収集運搬業者又は処分業者の産業廃棄物

収集運搬業許可証若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

又は産業廃棄物処分業許可証若しくは特別管理産業廃棄物処分業

許可証（以下「許可証」という。）の評価基準への適合性に係る

欄に確認申請年月日及び適合確認年月日を記載し、評価基準に適

合しないと認めるときは、その旨及び理由を当該収集運搬業者又

は処分業者に通知するものとする。

２ 省略

（現に評価基準適合確認を受けていない業者の取扱い）

第５条 第３条第１項の規定にかかわらず、現に知事

から評価基準に適合することの確認を受けていない収集運搬

業者又は処分業者は、随時、当該収集運搬業者又は処分業者が受

けている処理業の許可に係る処分庁に対し評価基準適合性の確認

申請をすることができる。

２～４ 省略

（他で評価基準適合確認を受けている業者の取扱い）

第６条 知事 以外の者から、処理業の許可を受

け、かつ、評価基準に適合することの確認を受けている産業廃棄

物処理業者が、新たに知事 に対し処理業の許可

の申請をしようとするときは、これと同時に、当該処理業の許可

に係る処分庁に対し評価基準適合性の確認申請をすることができ

る。

２ 省略

３ 前項において準用する第３条第２項の申請書には、次の書類を

（更新申請等に係る添付書類の省略）

第２条 法第１４条第１項又は第１４条の４第１項の許可（知事又は県

の保健所長の許可に限る。）を受けた者（以下「収集運搬業者」

という。）は、省令第９条の２第３項各号のいずれにも該当する

ことの確認を受けたときは、同条第２項（省令第１０条の９第２

項、第１０条の１２第２項及び第１０条の２２第２項において準用する場合

を含む。以下同じ。）の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ

る申請に際し、申請者が法人である場合にあっては同表の中欄に

定める書類を、申請者が個人である場合にあっては同表の右欄に

定める書類を添付しないことができる。

２ 省略

（評価基準適合性の確認の申請）

第３条 省略

２ 前項の規定による評価基準適合性の確認申請（評価基準に適合

することの確認の申請をいう。以下同じ。）は、産業廃棄物処理

業者優良性評価基準適合確認申請書（様式第１号）正本１部及び

その写し１部を提出して行わなければならない。この場合におい

て、知事に提出する書類は、保健所長を経由するものとする。

３ 省略

（許可証への適合の記載及び不適合の通知）

第４条 知事又は県の保健所長は、前条第１項の規定による評価基

準適合性の確認申請を受けた場合においては、その内容を審査

し、当該申請に係る収集運搬業者又は処分業者が評価基準に適合

すると認めるときは当該収集運搬業者又は処分業者の産業廃棄物

収集運搬業許可証若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

又は産業廃棄物処分業許可証若しくは特別管理産業廃棄物処分業

許可証（以下「許可証」という。）の評価基準への適合性に係る

欄に確認申請年月日及び適合確認年月日を記載し、評価基準に適

合しないと認めるときは、その旨及び理由を当該収集運搬業者又

は処分業者に通知するものとする。

２ 省略

（現に評価基準適合確認を受けていない業者の取扱い）

第５条 第３条第１項の規定にかかわらず、現に知事又は県の保健

所長から評価基準に適合することの確認を受けていない収集運搬

業者又は処分業者は、随時、当該収集運搬業者又は処分業者が受

けている処理業の許可に係る処分庁に対し評価基準適合性の確認

申請をすることができる。

２～４ 省略

（他で評価基準適合確認を受けている業者の取扱い）

第６条 知事及び県の保健所長以外の者から、処理業の許可を受

け、かつ、評価基準に適合することの確認を受けている産業廃棄

物処理業者が、新たに知事又は県の保健所長に対し処理業の許可

の申請をしようとするときは、これと同時に、当該処理業の許可

に係る処分庁に対し評価基準適合性の確認申請をすることができ

る。

２ 省略

３ 前項において準用する第３条第２項の申請書には、次の書類を
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添付しなければならない。

� 省略

� 知事 以外の者が交付した許可証

４ 省略

５ 前項の規定にかかわらず、知事 は、第１項の

規定による評価基準適合性の確認申請と同時にされた処理業の許

可の申請に対し不許可処分をするときは、評価基準に適合するこ

との確認は行わないものとする。

（公表）

第７条 知事は、 産業廃棄物処理業者につ

いて評価基準に適合することを確認したときは、当該産業廃棄物

処理業者の名称、確認年月日、産業廃棄物処理業の許可番号、省

令第９条の２第３項第２号の表の上欄又は省令第１０条の４第３項

第２号の表の上欄に掲げる事項に係る情報（以下「公開情報」と

いう。）を閲覧することができるホームページアドレス等の情報

を広く一般に公表するものとする。

（評価基準を満たさなくなった場合の措置）

第８条 知事 は、評価基準に適合することを確認

した産業廃棄物処理業者が省令第２条第７号チに規定する不利益

処分を受けた場合、公開情報を公開するホームページの当該公開

情報を評価基準に従って更新しない場合その他評価基準に適合し

ないこととなった場合又は産業廃棄物処理業者から評価基準に従

った情報公開を取りやめる旨の申出があった場合は、当該産業廃

棄物処理業者に対し許可証の提出を求め、当該許可証の評価基準

への適合性に係る欄の評価基準に適合する旨の記載を抹消するも

のとする。この場合においては、前条の規定による当該産業廃棄

物処理業者に係る情報の公開についても、取りやめるものとす

る。

添付しなければならない。

� 省略

� 知事及び県の保健所長以外の者が交付した許可証

４ 省略

５ 前項の規定にかかわらず、知事又は県の保健所長は、第１項の

規定による評価基準適合性の確認申請と同時にされた処理業の許

可の申請に対し不許可処分をするときは、評価基準に適合するこ

との確認は行わないものとする。

（公表）

第７条 知事は、知事又は県の保健所長が産業廃棄物処理業者につ

いて評価基準に適合することを確認したときは、当該産業廃棄物

処理業者の名称、確認年月日、産業廃棄物処理業の許可番号、省

令第９条の２第３項第２号の表の上欄又は省令第１０条の４第３項

第２号の表の上欄に掲げる事項に係る情報（以下「公開情報」と

いう。）を閲覧することができるホームページアドレス等の情報

を広く一般に公表するものとする。

（評価基準を満たさなくなった場合の措置）

第８条 知事又は県の保健所長は、評価基準に適合することを確認

した産業廃棄物処理業者が省令第２条第７号チに規定する不利益

処分を受けた場合、公開情報を公開するホームページの当該公開

情報を評価基準に従って更新しない場合その他評価基準に適合し

ないこととなった場合又は産業廃棄物処理業者から評価基準に従

った情報公開を取りやめる旨の申出があった場合は、当該産業廃

棄物処理業者に対し許可証の提出を求め、当該許可証の評価基準

への適合性に係る欄の評価基準に適合する旨の記載を抹消するも

のとする。この場合においては、前条の規定による当該産業廃棄

物処理業者に係る情報の公開についても、取りやめるものとす

る。

�愛媛県告示第５２９号
愛媛県建設業者提出書類閲覧所の設置（昭和４７年３月愛媛県告示第２９１号）の一部を次のように改正し、平成２０年４月１日から施行する。

平成２０年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

閲覧所の名称及び位置 閲覧所の名称及び位置

名称 位置 名称 位置

愛媛県

建設業

者提出

書類閲

覧所

四国中央市 東予地方局四国中央土木事務所内 愛媛県

建設業

者提出

書類閲

覧所

四国中央市 西条地方局四国中央土木事務所内

西条市 東予地方局建設部内 西条市 西条地方局建設部内

今治市 東予地方局今治土木事務所内 今治市 今治地方局建設部内

松山市 中予地方局建設部内 松山市 松山地方局建設部内

上浮穴郡久万高

原町

中予地方局久万高原土木事務所内 上浮穴郡久万高

原町

松山地方局久万高原土木事務所内

大洲市 南予地方局大洲土木事務所内 大洲市 八幡浜地方局大洲土木事務所内

八幡浜市 南予地方局八幡浜土木事務所内 八幡浜市 八幡浜地方局建設部内

西予市 南予地方局西予土木事務所内 西予市 八幡浜地方局西予土木事務所内

宇和島市 南予地方局建設部内 宇和島市 宇和島地方局建設部内

南宇和郡愛南町 南予地方局愛南土木事務所内 南宇和郡愛南町 宇和島地方局愛南土木事務所内
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